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鷹

取

祐

司

は
　
じ
　
め
　
に

　
前
近
代
申
国
の
裁
判
制
度
で
は
、
裁
判
案
件
は
ま
ず
所
轄
の
県
な
ど
に
よ

っ
て
審
理
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
全
て
の
案
件
の
判
決
と
刑
の
執
行
が
行

わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
県
な
ど
の
機
関
そ
れ
ぞ
れ
で
判
決
・
執
行
で

き
る
刑
罰
の
範
囲
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
範
囲
を
越
え
る
案
件
に
つ
い

て
は
、
認
定
さ
れ
た
事
実
と
そ
れ
に
対
す
る
法
の
適
用
の
原
案
を
上
級
機
関

に
上
申
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
重
大
な
案
件
は
自
動
的

に
複
数
回
審
理
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
必
要
的
覆
審
制
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の

必
要
的
覆
審
制
は
唐
代
以
降
明
確
に
規
定
さ
れ
て
き
た
所
で
あ
り
、
前
近
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

申
国
に
お
け
る
裁
判
制
度
の
大
き
な
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
。
死
刑
に
相
当
す

る
裁
判
案
件
に
つ
い
て
は
、
死
刑
判
決
の
決
定
権
が
皇
帝
に
あ
っ
た
た
め
、

皇
帝
に
上
申
し
て
皇
帝
の
裁
可
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
。
即
ち
、
死
刑
奏
請

制
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
漢
代
だ
け
は
最
下
級
の
県
に
於
い
て
さ
え
死
刑
を
判
決

　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
執
行
で
き
た
と
さ
れ
、
こ
の
点
が
漢
代
的
特
徴
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
こ

こ
か
ら
、
官
府
の
長
が
絶
大
な
権
力
を
持
つ
官
長
の
政
治
こ
そ
が
漢
代
の
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

僚
制
の
特
徴
で
あ
る
と
す
る
見
方
も
生
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
発

　
　
　
　
　
　
　
　
④

見
さ
れ
た
張
家
山
要
訣
に
含
ま
れ
る
二
年
律
令
に
は
、
死
刑
な
ど
の
案
件
は

県
で
刑
の
量
定
を
せ
ず
に
、
所
属
の
郡
に
上
申
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
条
文

が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
漢
代
の
郡
県
に
は
死
刑
を
判
決
し
執
行
す
る
権
限
、
即
ち
専
殺

権
が
あ
っ
た
と
い
う
従
来
の
理
解
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
上
で
、
死
刑
裁
判

の
具
体
的
手
順
の
復
元
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
①
滋
賀
秀
三
単
記
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
（
創
文
社
一
九
八
四
）
第
一
「
清
朝

　
　
時
代
の
刑
事
裁
判
1
そ
の
行
政
的
性
格
。
若
干
の
沿
革
的
考
察
を
含
め
て

　
　
一
」
第
一
節
二
「
裁
判
機
関
の
上
下
関
係
扁

　
②
趙
翼
哩
咳
余
二
一
㎞
「
刺
史
縣
令
殺
人
不
言
奏
」
条
、
沈
家
本
『
歴
代
刑
官

　
　
考
』
～
「
漢
・
諸
侯
王
国
内
史
獄
史
」
条
（
㎎
歴
代
刑
法
考
』
所
収
）
、
》
．
頃
．
℃
’
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Φ
戸
国
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」
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謡
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円
冨
》
画
慧
巳
ω
窪
帥
諏
8
0
｛
糊
β
ω
［
一
8
．
．
．
宮
崎
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
－

　
科
挙
前
史
一
鰍
（
『
宮
崎
市
定
全
集
蝕
六
　
岩
波
書
店
　
一
九
九
九
）
第
二
編
第

　
｝
章
「
業
革
制
度
～
斑
」
な
ど
。
な
お
、
沈
家
本
は
、
郡
太
守
に
は
専
殺
権
が
あ

　
つ
た
が
、
皇
帝
の
奏
可
を
待
っ
て
か
ら
死
刑
を
執
行
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
、

　
ま
た
、
県
は
必
ず
し
も
郡
に
上
申
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
が
、
上
申
す
る
場
合
も

　
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
閏
已
ω
Φ
≦
0
は
県
に
専
殺
権
が
あ
っ
た
と
述
べ

　
る
一
方
で
、
そ
れ
を
否
定
す
る
事
例
も
挙
げ
て
い
る
。
以
下
、
本
稿
で
「
先
行
研

　
究
扁
と
い
う
場
合
は
こ
れ
ら
の
論
考
を
指
す
。

③
宮
崎
前
掲
論
文
。

④
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
欄
山
家
皇
漢
墓
竹
簡
〔
二
四
七
号
墓
〕
㎞

　
（
文
物
出
版
社
　
二
〇
〇
こ

郡
県
の
射
殺
権

（一

j
県
の
専
殺
権

　
先
述
の
よ
う
に
、
二
年
律
令
に
は
死
刑
な
ど
の
事
案
は
県
で
刑
の
量
定
を

し
な
い
で
所
属
の
二
千
石
に
上
申
せ
よ
と
い
う
規
定
が
存
在
す
る
。

　
　
町
道
官
邸
治
死
罪
及
過
失
・
戯
而
殺
人
、
獄
已
具
、
勿
庸
論
、
上
獄

　
　
厩
所
二
千
石
宮
。
二
千
国
富
令
母
害
心
年
齢
案
、
問
二
千
石
官
、
二

　
　
千
石
宮
丞
野
趣
。
當
論
、
乃
告
縣
道
芝
当
事
事
。
読
声
邑
上
在
所
郡

　
　
守
。
（
張
家
山
墨
客
・
二
年
律
令
三
九
六
～
三
九
七
）

　
　
　
〔
県
道
宮
の
治
め
る
死
罪
及
び
過
失
殺
人
・
戯
殺
人
は
、
獄
が
既
に

　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
そ
ろ
っ
て
も
、
刑
を
量
定
し
て
は
な
ら
な
い
、
そ
の
獄
を
所
属
の
二

　
　
　
千
石
官
に
上
申
せ
よ
。
二
千
二
宮
は
潮
害
都
吏
を
派
遣
し
て
復
案
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
二
千
石
鹸
に
報
告
さ
せ
て
、
二
千
石
官
の
丞
が
謹
み
助
け
よ
。
刑
を

　
　
　
量
定
す
る
に
当
た
る
な
ら
ば
、
県
道
官
に
通
知
し
て
従
事
さ
せ
よ
。

　
　
徹
侯
邑
は
所
在
の
郡
太
守
に
上
申
せ
よ
。
〕

一
部
、
明
確
で
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
死
刑
案
件
及
び
過
失
殺
人
・
戯
殺
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
県
で
刑
の
量
定
（
「
論
」
）
を
し
な
い
で
郡
に
上
申
す
る
こ
と
を
規
定
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
無
代
も
ま
た
後

代
と
同
様
に
県
に
は
専
殺
権
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
が
実
際
に

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
史
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

　
　
　
東
海
に
孝
婦
有
り
、
少
く
し
て
寡
と
な
り
子
亡
し
。
姑
を
養
ふ
こ
と

　
　
　
甚
だ
謹
む
。
姑
　
之
を
嫁
が
し
め
ん
と
欲
す
る
も
、
終
に
肯
ぜ
ず
。

　
　
　
姑
　
鄭
人
に
謂
ひ
て
曰
く
「
孝
婦
　
我
に
事
へ
て
勤
苦
す
。
其
の
子

亡
く
し
て
寡
を
守
る
を
哀
れ
む
。
我
老
い
、
久
し
く
丁
壮
を
聚
は
す

る
は
、
奈
何
せ
ん
」
と
。
其
の
後
姑
自
ら
経
死
す
。
姑
の
女
吏
に

告
す
「
婦
　
我
が
母
を
殺
す
」
と
。
吏
　
孝
婦
を
捕
ふ
。
孝
婦
　
姑

を
殺
さ
ず
と
解
す
。
吏
験
治
す
る
に
、
孝
婦
自
ら
誕
服
す
。
具
獄

府
に
上
せ
ら
る
。
子
公
以
爲
へ
ら
く
此
の
婦
　
姑
を
養
ふ
こ
と
十
絵

年
、
孝
を
以
て
聞
ゆ
れ
ば
、
必
ず
殺
さ
ざ
る
な
り
と
。
太
守
聴
か
ず
。
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干
公
之
を
争
ふ
も
、
得
る
能
は
ず
。
乃
ち
其
の
具
縫
を
抱
き
て
、
府

　
　
上
に
奇
し
、
因
り
て
疾
と
僻
し
て
去
る
。
太
守
寛
に
孝
婦
を
論
殺
す
。

　
　
　
（
『
漢
書
』
巻
七
一
　
上
野
國
傳
）

自
殺
し
た
姑
の
娘
が
孝
婦
を
告
発
し
た
先
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
告
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
原
則
と
し
て
県
に
対
し
て
行
う
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
た
し
、
門
鑑
獄
」
が

「
府
」
に
上
げ
ら
れ
た
結
果
、
太
守
が
刑
の
量
定
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

告
発
先
が
県
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
干
定
国
伝
で
は
、
娘
の
告
発
を

受
け
た
県
が
孝
婦
を
尋
問
し
、
孝
婦
が
虚
偽
の
罪
状
自
認
を
し
た
と
こ
ろ
で
、

「
其
獄
」
が
作
成
さ
れ
郡
に
上
呈
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
県
は
刑
の
量

定
を
し
な
い
で
郡
に
上
申
せ
よ
と
い
う
二
年
律
令
の
規
定
ど
お
り
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
漢
代
は
県
だ
け
で
な
く
郡
に
も
専
殺
権
が
あ
る
と
さ
れ
て
き

た
。
前
掲
の
二
年
律
令
で
は
、
県
か
ら
の
上
呈
を
受
け
た
郡
が
刑
の
量
定
を

す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
果
た
し
て
、
郡
に
は
専
殺
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
　
死
刑
奏
請
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
唐
律
で
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
た
死
刑
奏
請
制
は
、
三
国
魏
に
は
既
に
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
典
籍
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
次
の
史
料
は
、
魏
明
輝

の
時
に
河
南
歩
で
あ
っ
た
司
馬
芝
が
、
無
理
神
を
祭
っ
た
骨
植
の
乳
母
な
ど

を
洛
陽
獄
に
下
し
て
死
刑
に
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
特
進
曹
洪
の
乳
母
當
、
臨
沿
公
主
の
侍
者
と
共
に
無
宝
神
に
事
へ
て

　
　
獄
に
繋
が
る
。
†
太
后
　
黄
門
を
遣
は
し
て
府
に
詣
り
令
を
傳
ふ
る

　
　
も
、
芝
通
ぜ
ず
、
軌
ち
洛
陽
獄
に
参
し
て
考
薫
せ
し
め
て
、
上
疏
し

　
　
て
曰
く
「
諸
て
慮
に
死
罪
と
す
べ
き
者
は
、
皆
當
に
先
に
表
し
て
報

　
　
を
須
つ
べ
し
。
前
の
三
蔵
、
淫
祀
を
禁
絶
し
以
て
風
俗
を
正
さ
し
む
。

　
　
今
當
等
の
犯
す
所
は
妖
刑
、
醜
語
始
め
て
定
ま
る
。
黄
門
呉
達
　
臣

　
　
に
詣
り
、
太
皇
国
漢
の
令
を
傳
ふ
。
臣
敢
へ
て
通
ぜ
ず
。
救
護
有
り

　
　
　
て
、
速
や
か
に
聖
聴
に
聞
し
、
若
し
已
む
を
得
ざ
れ
ば
、
以
て
宿
留

　
　
を
垂
れ
ん
こ
と
を
凝
る
。
事
早
に
寛
ら
ざ
る
に
由
ら
ば
、
断
れ
臣
の

　
　
罪
な
り
。
是
を
以
て
常
並
を
冒
犯
し
、
軌
ち
縣
に
黙
し
て
考
寛
せ
し

　
　
め
、
檀
に
聖
裁
を
行
ふ
。
伏
し
て
珠
罰
を
須
た
ん
」
と
。
（
『
三
國

　
　
志
嚇
巻
一
二
　
司
馬
書
下
）

こ
の
中
で
、
司
馬
芝
は
「
専
科
」
に
違
反
し
て
檀
ま
ま
に
刑
繊
を
行
っ
た
と

言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
「
常
科
」
が
発
言
冒
頭
の
「
諸
慮
死
罪
者
、
皆
當
先

表
須
報
」
に
当
た
る
こ
と
、
言
う
迄
も
な
い
だ
ろ
う
。
三
明
帝
の
時
に
は
、

死
刑
奏
請
制
が
「
常
科
」
、
即
ち
、
恒
久
的
な
規
定
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
後
、
晋
・
劉
宋
時
代
に
も
死
刑
奏
請
の
規
定
が
存
在
し
た
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
⑥

典
籍
史
料
に
見
え
る
。

　
で
は
、
漢
代
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
漢
桓
帝
期
の
人
で
あ
る
嚢

楷
の
上
書
に
「
永
平
奮
典
」
と
し
て
死
刑
奏
請
の
規
定
ら
し
き
も
の
が
見
え
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る
。　

　
永
平
薔
典
、
諸
て
重
言
に
当
た
ら
ば
皆
虚
血
を
須
ち
、
先
に
請
ひ
後

　
　
に
刑
す
る
は
、
人
命
を
重
ん
ず
る
所
以
な
り
。
頃
ご
ろ
数
十
歳
以
來
、

　
　
州
郡
議
論
し
、
又
請
講
の
煩
を
避
け
ん
と
欲
し
、
軌
ち
疾
病
に
託
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ろ

　
　
て
、
多
く
牢
獄
に
死
す
。
長
吏
殺
生
　
己
に
退
り
、
死
者
多
く
其

　
　
　
の
罪
に
非
ず
、
魂
神
位
結
す
る
も
、
訴
へ
を
饗
す
る
所
無
し
。
淫
属

　
　
疾
疫
、
此
よ
り
起
こ
る
。
（
『
後
漢
書
』
傳
二
〇
下
　
嚢
宿
継
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
永
平
」
は
後
漢
明
帝
の
年
号
、
「
暴
論
」
は
死
刑
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
こ
れ
が
死
刑
執
行
一
般
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
な
ら
ば
、
後
漢
明
帝

の
時
代
に
は
既
に
死
刑
奏
請
制
が
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
永
平
醤
典
」
に
見
え
る
「
先
請
」
は
皇
帝
に
対
し
て

高
官
の
逮
捕
許
可
を
求
め
る
上
申
（
以
下
、
義
務
と
し
て
の
上
申
）
を
指
す

場
合
が
多
く
、
ま
た
、
後
に
見
え
る
「
請
講
」
の
語
は
、
「
請
」
が
義
務
と

し
て
の
上
申
を
、
「
講
」
が
量
刑
を
巡
っ
て
疑
義
が
あ
る
場
合
に
上
級
富
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
意
見
を
求
め
る
上
申
（
以
下
、
疑
義
を
巡
る
上
申
）
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
語
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
永
平
薔
典
」
は
死
刑

奏
請
で
は
な
く
平
々
制
度
の
規
定
と
な
ろ
う
。

　
「
先
玉
」
の
語
は
確
か
に
義
務
と
し
て
の
上
申
を
指
す
場
合
が
多
い
が
、

し
か
し
、
常
に
そ
れ
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、
軍
事
行
動
の
許
可
や
民
衆
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
官
有
穀
物
の
支
給
許
可
を
事
前
に
皇
帝
に
求
め
る
こ
と
を
指
す
例
も
あ
る
。

醤
う
迄
も
な
く
、
皇
帝
に
対
す
る
「
請
扁
は
義
務
と
し
て
の
上
申
を
限
定
的

に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
皇
帝
の
裁
可
を
求
め
る
こ
と
一
般
を
指
す
の

で
あ
っ
て
、
裁
可
の
内
容
は
場
合
場
合
に
よ
っ
て
当
然
異
な
っ
て
く
る
。
義

務
と
し
て
の
上
申
は
、
皇
帝
の
裁
可
を
求
め
る
「
請
」
の
中
の
一
つ
の
場
合

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「
永
平
奮
典
扁
の
「
先
発
」
を
義
務
と

し
て
の
上
申
に
限
定
し
て
理
解
す
る
必
要
は
無
い
だ
ろ
う
。

　
同
様
に
「
請
謝
」
と
い
う
語
も
、
疑
獄
の
場
合
の
上
申
を
「
請
講
」
と
表

　
　
　
　
　
⑩

現
し
て
い
る
例
も
あ
る
よ
う
に
、
常
に
「
請
」
と
「
謝
」
、
即
ち
義
務
と
し

て
の
上
申
と
疑
義
を
巡
る
上
申
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
緻
」
字
に
つ
い
て
言
え
ば
、
要
事
地
秦
簡
で
は
「
灘
…
」
に
作
ら
れ
、
公
舎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

や
官
府
の
建
て
直
し
や
改
築
が
「
漱
扁
す
べ
き
内
容
と
な
っ
て
い
る
例
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
し
、
『
鵡
記
匝
鄭
玄
注
に
は
「
認
之
、
琶
白
也
」
と
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の

例
か
ら
す
れ
ば
「
講
評
は
単
に
上
申
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
っ
て
、

裁
判
に
限
定
さ
れ
る
用
語
で
は
な
い
。
恐
ら
く
、
元
々
は
上
申
す
る
と
い
う

ほ
ど
の
意
味
で
あ
っ
た
「
認
」
字
が
請
識
制
度
の
制
定
に
伴
い
疑
義
を
巡
る

上
申
を
指
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
そ
れ
以
後
は
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

判
関
係
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
景

帝
中
五
年
に
至
っ
て
、
量
刑
を
巡
り
疑
義
が
あ
る
場
合
に
加
え
て
門
法
に
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

致
す
と
難
も
人
心
に
於
い
て
厭
か
ざ
る
者
」
も
「
謝
」
の
対
象
と
な
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
や
、
疑
義
を
巡
る
上
申
を
意
味
す
る
「
緻
」
に
「
請
也
」
と
注
さ
れ
る
こ
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と
も
、
「
講
」
字
そ
れ
自
体
は
上
申
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
請
講
」
の
語
は
常
に
義
務
と
し
て
の
上
申
と
疑
義
を
巡

る
上
申
を
限
定
的
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
請
」
は
一
般
的
に
皇
帝

の
裁
可
を
求
め
る
こ
と
を
指
し
、
門
講
」
は
上
申
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
意
味

で
あ
る
か
ら
、
嚢
楷
伝
の
「
先
落
後
刑
」
の
「
請
」
も
「
請
繋
累
煩
」
の

「
請
講
」
も
共
に
皇
帝
の
裁
可
を
求
め
て
上
申
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
と

解
釈
し
て
問
題
無
い
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
「
先
請
」
「
請
謝
」
の
語
を
理
由

に
「
永
平
薔
典
」
を
請
謝
制
度
の
規
定
と
見
な
す
必
要
は
無
く
な
る
の
で
あ

る
Q

　
さ
て
、
「
永
平
薔
典
」
の
「
諸
當
重
星
皆
須
冬
獄
、
先
請
腎
虚
」
と
い
う

規
定
は
、
死
刑
の
場
合
は
冬
ま
で
待
っ
て
先
に
「
請
」
う
た
上
で
死
刑
を
執

行
す
る
よ
う
定
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
先
回
」
は
既
に
死
刑
判
決

が
下
さ
れ
た
後
に
行
わ
れ
る
手
続
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
「
先
請
」
を

疑
義
を
巡
っ
て
上
級
官
庁
に
判
断
を
求
め
る
「
講
」
と
考
え
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
淵
叢
は
、
慧
智
の
長
吏
が
「
請
講
之
煩
」
を
避
け
る

た
め
病
気
に
託
け
て
囚
を
獄
中
に
死
な
せ
て
い
る
結
果
、
「
害
意
後
刑
」
が

遵
守
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
既
に
逮
捕
さ
れ
て
州
郡
の

獄
に
繋
が
れ
て
い
る
者
が
「
永
平
奮
典
」
の
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
門
永
平
国
典
」
を
高
級
官
僚
の
逮
捕

許
可
を
求
め
る
「
請
」
と
考
え
る
こ
と
も
ま
た
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
、
「
永
平
醤
典
」
は
請
講
制
度
の
規
定
と
は
見
な
せ
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
死
刑
奏
請
の
規
定
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
郡
の
専
殺
権
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
を
要
す
る
に
、
郡
に
は

死
刑
案
件
の
刑
の
量
定
を
行
う
権
限
は
あ
っ
た
が
、
死
刑
執
行
の
権
限
は
無

く
、
皇
帝
の
裁
可
を
得
て
初
め
て
死
刑
を
執
行
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

死
刑
を
判
決
し
且
つ
執
行
す
る
権
限
を
管
笛
権
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
郡
に
は
専

殺
権
は
な
か
っ
た
と
二
　
口
え
る
。
こ
の
点
、
漢
代
も
ま
た
後
代
と
同
様
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
な
お
、
郡
に
よ
る
死
刑
の
量
定
は
、
こ
の
よ
う
に
皇
帝
の
裁
可

を
得
て
初
め
て
確
定
し
執
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
死
刑
判
決
で
は
な

く
判
決
案
と
呼
ぶ
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
　
郡
に
よ
る
死
刑
奏
請
の
事
例

　
こ
こ
で
は
、
死
刑
奏
請
の
事
例
を
挙
げ
て
そ
れ
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
を
裏
付
け
て
お
き
た
い
。
盛
挙
時
代
の
酷
吏
王
温
箭
が
河
内
太
守
だ
っ

た
時
、
捕
え
た
豪
猜
な
ど
千
戸
余
り
の
族
滅
や
死
刑
を
「
上
書
し
て
請
ひ
」

三
日
を
過
ぎ
ず
に
皇
帝
の
裁
可
を
得
て
執
行
し
た
と
あ
る
。

　
　
郡
を
し
て
後
馬
五
十
匹
を
具
へ
、
騨
を
看
る
こ
と
河
内
よ
り
長
安
に

　
　
至
ら
し
む
。
吏
を
部
す
る
こ
と
慶
平
に
居
る
時
の
方
略
の
如
し
。
郡

　
　
申
の
豪
猜
を
捕
ふ
る
に
、
相
ひ
連
坐
す
る
も
の
千
絵
家
。
上
書
し
て
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漢代の死刑奏請制度（鷹取）

　
　
　
請
ひ
、
大
な
る
者
は
族
に
至
り
、
小
な
る
者
は
乃
ち
死
、
家
盤
く
没

　
　
　
入
し
て
減
を
償
は
し
む
。
三
田
は
る
る
こ
と
；
二
日
を
過
ぎ
ず
し
て

　
　
　
　
　
⑰

　
　
　
可
を
得
。
論
報
を
事
と
す
る
に
、
流
血
十
鯨
里
に
至
る
。
河
内
皆
其

　
　
　
の
奏
を
怪
し
み
、
以
て
神
速
と
爲
す
。
（
『
漢
書
瓢
巻
九
〇
　
酷
吏

　
　
　
傳
・
王
温
斜
傳
）

ま
た
、
宣
帝
の
時
、
河
南
太
守
で
あ
っ
た
厳
延
年
が
、
自
分
自
身
で
死
刑
奏

請
の
上
奏
文
を
作
成
し
て
た
ち
ま
ち
「
論
義
」
の
裁
可
を
得
た
と
い
う
記
事

も
あ
る
。

　
　
　
尤
も
巧
み
に
獄
文
を
蘇
る
。
史
書
を
善
く
し
、
諜
殺
せ
ん
と
欲
す
る

　
　
　
所
は
、
奏
　
手
中
に
成
り
、
主
簿
親
近
の
史
も
聞
知
す
る
を
得
ず
。

　
　
　
死
に
論
ず
る
を
奏
可
せ
ら
る
。
奄
忽
な
る
こ
と
神
の
如
し
。
（
『
漢

　
　
　
書
』
巻
九
〇
　
酷
吏
傳
・
嚴
延
年
傳
）

　
郡
太
守
に
よ
る
死
刑
奏
請
は
、
こ
の
よ
う
に
前
漢
武
運
の
頃
の
事
例
が
確

認
さ
れ
、
ま
た
、
後
掲
『
漢
書
』
張
緻
傳
で
は
武
帝
期
に
死
刑
奏
請
の
文
書

を
御
史
大
夫
が
皇
帝
に
上
呈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
漢
武
帝
期
に
は
行
わ

れ
て
い
た
と
言
え
る
。

　
①
　
　
「
獄
已
具
」
の
具
体
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
。

　
②
「
橡
」
字
の
釈
文
・
解
釈
に
つ
い
て
は
疑
問
無
し
と
は
し
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず

　
　
整
理
小
組
に
従
っ
て
お
く
。

　
③
秦
漢
時
代
の
裁
判
手
続
き
と
裁
判
用
語
に
つ
い
て
は
、
籾
山
明
「
秦
の
裁
判
制

　
　
度
の
復
元
」
（
林
巳
奈
夫
編
『
戦
国
時
代
出
土
文
物
の
研
究
』
京
都
大
学
人
文
科

　
学
研
究
所
　
｝
九
八
五
　
所
収
）
、
宮
宅
潔
「
秦
漢
時
代
の
裁
判
制
度
」
（
『
史

　
林
』
八
一
…
二
　
｝
九
九
八
）
参
照
。

④
次
の
二
年
律
令
の
規
定
か
ら
、
逆
に
「
告
扁
は
県
廷
に
対
し
て
行
う
と
規
定
さ

　
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
諸
欲
告
罪
人
、
及
有
罪
先
自
飯
野
遠
其
縣
廷
者
、
占
得
告
所
在
郷
、
郷
官
謹
聴
、

　
書
其
告
、
上
縣
道
官
。
廷
士
吏
亦
得
聴
告
。
（
張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
一
〇

　
～
）

⑤
鳳
至
罪
囚
、
不
待
覆
奏
報
下
寺
二
者
、
流
二
千
里
。
即
奏
報
懸
曲
者
、
聴
三
日

　
乃
行
刑
、
着
限
雪
曇
而
行
刑
者
徒
～
年
、
即
過
限
、
違
一
日
杖
一
瓢
、
二
日
加
一

　
等
。
（
欄
唐
律
疏
議
』
四
九
七
）

⑥
凡
諸
死
罪
、
先
上
、
須
報
。
（
『
音
書
』
巻
七
四
桓
沖
傳
）

　
其
事
甚
雷
出
盛
門
者
、
皆
加
川
薔
止
ル
ト
…
循
…
朝
粉
。
（
『
宋
酢
省
一
巻
六
　
孝
武
帝
紀
）

⑦
章
和
元
年
、
赦
天
下
繋
囚
在
四
月
弾
子
以
前
減
死
罪
　
等
、
勿
答
、
詣
金
城
、

　
而
文
不
及
亡
命
未
登
覧
者
。
躬
上
封
事
日
「
聖
恩
所
以
減
死
罪
使
戊
邊
者
、
重
人

　
命
也
。
今
死
罪
亡
命
無
慮
萬
人
、
又
自
二
二
來
、
捕
得
甚
衆
、
而
詔
令
不
及
、
皆

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
當
重
菰
醐
。
・
：
・
：
」
（
『
後
肺
際
書
㎞
囲
障
＝
エ
ハ
　
郭
躬
傳
）

⑧
用
語
な
ど
請
識
制
度
に
つ
い
て
は
、
宮
宅
潔
「
漢
代
請
講
考
」
（
㎎
東
洋
史
研

　
究
』
五
覧
－
一
　
一
九
九
六
）
に
拠
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

⑨
尤
謂
茂
日
「
立
干
不
與
兵
符
、
最
先
請
而
後
髪
、
是
猶
継
韓
盧
而
責
之
獲
也
。
」

　
（
『
漢
書
馳
巻
九
九
下
　
王
葬
二
士
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
又
値
鍵
荒
、
諸
郡
磯
饅
。
公
開
倉
嘆
、
以
貸
救
其
命
。
主
者
以
薔
典
宜
先
回
。
公

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
日
「
若
先
請
、
民
以
死
。
」
魔
詑
乃
上
之
。
（
魍
察
中
郎
集
』
巻
一
「
故
太
尉
橋
公

　
醐
碑
」
）

⑩
事
之
難
者
、
莫
過
於
獄
。
鞍
置
則
有
心
鰍
。
（
『
論
衡
臨
定
賢
篇
）

⑪
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
整
理
小
組
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
（
文
物
出
版
社
～
九
九

　
〇
）

⑫
…
…
縣
母
斑
捜
壊
更
公
舎
官
府
及
廷
、
其
有
難
事
更
殴
、
必
激
之
。
欲
以
城
旦
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春
里
爲
公
舎
官
府
及
補
足
之
、
爲
之
、
勿
漱
。
…
…
（
睡
霊
地
秦
簡
・
主
旨
十
八

　
種
一
一
五
～
一
二
四
）

⑬
槻
禮
記
駈
文
王
世
子
「
獄
成
、
有
司
講
干
公
」
に
附
せ
ら
れ
た
鄭
玄
注
。

⑭
噌
説
文
解
字
』
に
「
講
、
議
睾
也
」
と
説
く
の
も
、
「
識
」
が
裁
判
関
係
に
限

　
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
の
｝
般
的
解
釈
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑮
二
日
「
…
…
諸
獄
疑
、
若
難
文
致
於
法
而
於
人
心
不
厭
者
、
軌
講
之
。
」
（
凹
漢

　
害
一
巻
五
　
景
帝
紀
中
五
年
九
月
条
）

⑯
皿
秤
漢
轡
』
傳
六
十
孔
融
伝
コ
門
諌
死
、
郡
縣
疑
不
能
決
、
笹
葉
上
之
。
」

　
〔
注
〕
前
書
音
義
日
「
謝
、
請
也
。
」

⑰
中
華
書
局
標
点
本
門
史
記
』
巻
＝
一
二
酷
吏
傳
・
王
温
箭
傳
は
「
奏
行
不
過

　
二
三
日
、
得
可
事
。
論
報
、
至
流
血
十
鍮
里
。
」
と
断
嘱
す
る
が
、
『
漢
書
』
二
五

　
八
　
鬼
寛
厳
に
「
上
種
所
作
奏
、
即
時
得
可
。
」
と
あ
る
の
に
依
り
、
「
得
可
。
事

　
論
旨
…
…
」
と
断
句
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た

い
。

本
章
で
は

h

二
　
死
刑
裁
判
の
手
順

死
刑
奏
請
も
含
め
た
死
刑
裁
判
の
具
体
的
手
順
を
見
て
ゆ
き

①
県
に
お
い
て
死
刑
案
件
が
発
生
し
た
場
合
、
被
疑
者
が
罪
状
を
自
認
し
犯

罪
行
為
の
確
認
が
完
了
し
た
ら
、
そ
の
内
容
を
記
し
た
裁
判
書
類
を
作
成
す

る
。　

前
掲
の
二
年
律
令
三
九
六
～
三
九
七
に
は
、
県
が
執
り
行
う
死
刑
裁
判
で

は
、
獄
が
既
に
そ
ろ
っ
て
（
「
獄
顛
落
」
）
も
刑
の
量
定
は
し
な
い
で
、
案
件

を
郡
に
上
呈
せ
よ
と
あ
る
。
こ
の
「
獄
已
具
」
を
具
体
的
な
裁
判
手
続
き
の

中
に
位
置
付
け
れ
ば
刑
の
量
定
の
前
段
階
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
秦
漢
時
代
の

裁
判
手
続
き
は
お
よ
そ
、
逮
捕
↓
被
疑
者
尋
問
（
「
訊
」
）
↓
罪
状
自
認

（「

栫
v
）
↓
犯
罪
行
為
の
確
認
（
「
鞠
」
）
↓
刑
の
量
定
（
「
論
」
）
の
順
に
進

む
の
で
、
「
論
」
の
前
段
階
に
当
た
る
「
獄
已
具
」
は
犯
罪
行
為
の
確
認
が

完
了
し
た
段
階
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
後
難
『
三
国
志
』
明
帝
紀
の
宿
明

帝
の
詔
に
は
、
二
年
律
令
の
「
獄
已
具
」
に
似
た
「
主
潮
以
定
」
と
い
う
表

現
が
見
え
、
そ
こ
で
は
、
死
罪
の
「
具
獄
」
が
既
に
定
ま
っ
た
な
ら
ば
そ
の

内
容
を
申
し
聴
か
せ
、
再
審
を
求
め
る
者
が
あ
れ
ば
再
審
請
求
を
「
奏
当
文

書
（
判
決
案
）
」
と
｝
緒
に
上
呈
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
具

獄
」
の
内
容
申
し
聴
か
せ
と
は
確
認
さ
れ
た
犯
罪
行
為
を
囚
に
読
み
聞
か
せ

る
「
読
鞠
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
「
読
鞠
」
は
刑
の
量
定
の
直
前
に

　
　
　
　
　
①

行
わ
れ
る
も
の
な
の
で
、
こ
の
「
断
獄
以
定
」
も
「
藪
田
具
」
と
同
様
に
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

罪
行
為
の
確
認
が
完
了
し
た
段
階
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
「
獄
已
具
」
の
時
点
、
即
ち
、
犯
罪
行
為
の
確
認
が
完
了
し
た
と
こ
ろ
で

作
成
さ
れ
る
書
類
を
「
具
獄
」
と
呼
ん
だ
。
前
掲
の
『
漢
書
駈
子
定
国
伝
で

は
、
雄
藩
が
「
具
獄
」
を
「
抱
」
い
て
泣
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
「
強
剛
獄
」

は
物
と
し
て
の
書
類
を
指
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
干
定
国
伝
の
「
吏
験
治
、

姦
婦
自
護
服
。
具
獄
上
級
漏
が
、
二
年
律
令
の
「
獄
三
具
、
勿
庸
論
、
上
獄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

陣
所
二
千
石
落
」
の
規
定
を
実
践
し
た
部
分
に
当
た
る
が
、
「
獄
翫
具
」
と
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ヘ
　
　
へ

あ
る
一
方
で
「
旦
ハ
海
上
府
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
獄
已
具
」
の
結

果
作
成
さ
れ
る
書
類
を
「
具
獄
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、

「
獄
已
具
」
は
犯
罪
行
為
の
確
認
が
完
了
し
た
段
階
を
指
す
の
で
、
「
獄
已

具
」
の
結
果
作
成
さ
れ
る
「
具
足
」
に
は
「
鞠
」
の
内
容
、
即
ち
、
罪
状
と

被
疑
者
に
よ
る
罪
状
自
認
と
犯
罪
行
為
の
確
認
が
記
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

③る
。
た
だ
し
、
書
類
と
し
て
の
四
宝
獄
」
と
い
う
語
は
、
「
獄
已
具
」
の
段

階
で
作
成
さ
れ
る
書
類
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
段
階
で
作

成
さ
れ
た
書
類
を
も
指
し
、
そ
れ
故
、
そ
の
記
載
内
容
も
常
に
罪
状
と
被
疑

者
に
よ
る
罪
状
自
認
と
犯
罪
行
為
の
確
認
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
咽
漢

書
』
温
低
伝
に
は
、
逮
捕
中
に
殺
害
し
た
被
疑
者
の
頭
と
「
具
獄
」
を
市
に

　
　
　
　
　
④

掲
げ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
被
疑
者
の
尋
問
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、

こ
の
「
西
面
」
に
は
被
疑
者
に
よ
る
罪
状
自
認
や
犯
罪
行
為
の
確
認
の
記
載

は
含
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
後
釜
『
漢
書
』
張
歌
謡
で
は
、
御
史
大
夫

で
あ
っ
た
滞
欧
が
郡
か
ら
上
げ
ら
れ
て
き
た
「
具
獄
」
の
可
否
を
判
断
し
て

皇
帝
に
上
呈
し
て
い
る
が
、
郡
か
ら
御
史
大
夫
に
「
藤
下
」
が
上
げ
ら
れ
る

の
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
郡
に
よ
っ
て
既
に
刑
の
量
定
が
行
わ
れ
た
後
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
「
具
獄
」
に
は
判
決
案
も
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
書
類
と
し
て
の
「
具
獄
」
は
裁
判
手
続
き
の
様
々
な
段

階
で
作
成
さ
れ
る
裁
判
書
類
の
総
称
と
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
故
、

「
裁
判
書
類
」
と
訳
し
て
お
く
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

②
犯
罪
行
為
の
確
認
が
完
了
す
る
と
、
囚
と
家
族
に
対
し
て
確
認
さ
れ
た
犯

罪
事
実
の
読
み
聞
か
せ
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
に
不
服
で
あ
れ
ば
、
家
族

が
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
死
刑
裁
判
に
限
ら
ず
、
裁
判
で
は
刑
の
量
定
に
先
だ
っ
て
確
認
さ
れ
た
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

罪
事
実
の
読
み
聞
か
せ
が
行
わ
れ
、
そ
の
内
容
に
不
服
で
あ
る
場
合
は
再
審

を
請
求
で
き
た
。
こ
れ
を
「
乞
鞠
」
と
い
い
、
犯
罪
行
為
の
確
認
の
や
り
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
二
年
律
令
の
中
に
「
乞
鞄
」
の
具
体
的
な
運
用

規
定
が
見
え
る
。

　
　
罪
人
獄
已
決
、
自
以
罪
不
離
欲
乞
鞠
者
、
許
之
。
乞
鞠
不
審
、
駕
罪

　
　
　
～
等
、
其
欲
復
翼
鏡
、
當
刑
者
、
刑
乃
指
標
。
死
罪
不
得
自
乞
鞠
、

　
　
其
父
、
母
、
兄
、
姉
、
弟
、
夫
、
妻
、
思
欲
爲
乞
鞠
、
許
之
。
其
不

　
　
審
、
鯨
餌
薬
旦
春
。
年
掃
墨
十
歳
許
嫁
鞠
、
勿
聴
。
獄
已
決
盈
｝
歳
、

　
　
　
不
得
乞
鞠
。
乞
鞠
者
謹
辞
在
所
跨
道
、
縣
道
官
令
、
長
、
愛
重
穂
、

　
　
書
其
筈
鞠
、
上
敷
三
所
二
千
石
器
、
二
千
石
盛
令
都
能
登
之
。
都
吏

　
　
　
所
覆
治
、
廷
及
郡
各
宝
勢
近
郡
、
御
史
、
丞
相
所
覆
蛮
土
廷
。
（
張

　
　
　
家
山
者
流
・
二
年
律
令
一
一
四
～
一
一
七
）

　
　
　
〔
罪
人
の
裁
判
が
終
結
し
、
自
ら
罪
が
不
当
で
あ
る
と
考
え
再
審
を

　
　
　
要
求
す
る
者
は
、
こ
れ
を
許
可
す
る
。
再
審
要
求
が
不
正
確
で
あ
っ

　
　
　
た
と
き
に
は
、
罪
一
等
を
加
え
、
そ
の
罪
人
が
ま
た
再
審
を
要
求
し

　
　
　
た
と
き
は
、
肉
刑
に
当
た
る
場
合
は
、
肉
刑
を
施
し
て
か
ら
再
審
要
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求
を
受
理
す
る
。
死
罪
は
自
ら
再
審
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

　
　
そ
の
父
・
母
・
兄
・
姉
・
弟
・
夫
・
妻
・
子
が
再
審
を
要
求
す
る
な

　
　
ら
ば
、
こ
れ
を
許
可
す
る
。
そ
の
再
審
要
求
が
不
正
確
で
あ
っ
た
と

　
　
き
は
、
鯨
帯
三
春
。
年
齢
が
十
歳
未
満
の
者
が
再
審
を
要
求
し
た
と

　
　
き
は
、
受
理
し
て
は
な
ら
な
い
。
裁
判
が
終
結
し
て
一
年
経
過
し
た

　
　
と
き
は
、
再
審
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
再
審
を
要
求
す
る

　
　
者
は
そ
れ
ぞ
れ
居
住
地
の
縣
・
道
に
て
供
述
し
、
弓
道
の
宮
の
令
・

　
　
長
・
丞
は
厳
正
に
受
理
し
て
、
そ
の
再
審
要
求
を
文
書
に
し
て
、
案

　
　
件
を
所
轄
の
二
千
石
官
に
上
申
せ
よ
。
二
千
石
官
は
都
吏
に
命
じ
て

　
　
覆
さ
せ
よ
。
鳶
色
が
面
通
し
た
も
の
は
、
法
廷
お
よ
び
郡
が
そ
れ
ぞ

　
　
れ
近
隣
の
郡
に
通
達
し
、
御
史
・
丞
相
が
覆
治
し
た
も
の
は
法
廷
に

　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
通
達
せ
よ
。
〕

死
刑
の
場
合
だ
け
は
囚
本
人
に
よ
る
再
審
請
求
が
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、
父
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

兄
弟
失
妻
子
に
よ
る
再
審
請
求
の
み
許
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
確

認
さ
れ
た
犯
罪
行
為
の
読
み
聞
か
せ
ば
囚
だ
け
で
な
く
家
族
に
対
し
て
も
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
裁
判
終
結
後
　
年
経
過
し
た
ら
再
審

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
請
求
で
き
な
か
っ
た
。
後
に
澄
明
帝
の
時
に
な
っ
て
、
犯
罪
事
実
の
確
認

が
完
了
し
た
段
階
で
そ
の
内
容
を
読
み
聞
か
せ
、
再
審
を
求
め
る
者
が
あ
れ

ば
再
審
請
求
を
判
決
案
（
「
奏
當
文
書
」
）
と
共
に
上
下
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ

て
い
る
。

　
　
及
び
恩
を
乞
ふ
者
、
或
い
は
青
馬
だ
出
で
ず
し
て
獄
以
に
報
断
せ
ら

　
　
る
る
は
、
理
を
究
め
情
を
盤
す
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。
其
れ
廷
尉
及

　
　
び
天
下
の
獄
官
を
し
て
、
諸
の
死
罪
有
り
て
具
獄
以
に
定
ま
ら
ば
、

　
　
謀
反
及
び
手
つ
か
ら
人
を
殺
す
に
非
ざ
れ
ば
、
亟
や
か
に
其
の
親
治

　
　
す
る
を
語
り
、
恩
を
乞
ふ
者
有
ら
ば
、
奏
當
の
文
書
と
倶
に
上
さ
し

　
　
め
よ
。
（
『
三
國
志
』
巻
三
　
明
帝
紀
）

後
述
の
よ
う
に
、
死
刑
裁
判
で
は
「
寄
月
」
に
な
っ
て
皇
帝
に
対
し
死
刑
が

奏
請
さ
れ
裁
可
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
の
で
、
再
審
を
請
求

す
る
前
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
無
明
帝
の

詔
の
背
景
に
は
そ
の
よ
う
な
現
実
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

③
県
が
作
成
し
た
裁
判
書
類
は
「
冬
月
」
（
十
～
十
二
月
）
に
な
っ
て
か
ら

郡
へ
上
呈
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
囚
は
引
き
続
き
県
立
に
留
置
さ
れ
る
。

　
次
の
史
料
で
は
、
獄
吏
で
あ
っ
た
虞
経
が
霧
雪
に
星
章
状
」
を
上
呈
し
て

い
る
。

　
　
祖
父
経
、
郡
縣
の
獄
吏
と
駆
り
、
法
を
案
ず
る
に
辛
皮
、
務
め
て
寛

　
　
恕
に
在
り
。
冬
月
其
の
状
を
上
す
毎
に
、
恒
に
涕
を
流
し
て
之
に
随

　
　
　
ふ
。
（
咽
後
漢
書
駈
傳
四
八
　
虞
謝
傳
）

獄
吏
が
門
其
状
」
の
上
唇
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
「
暗
面
」
は
裁
判
書
類

で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
裁
判
書
類
は
「
冬
月
」
に
な
っ
て
上
呈
さ
れ
た
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こ
と
に
な
ろ
う
。
虞
講
傳
に
は
「
郡
縣
獄
吏
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
「
冬
月
」

の
上
田
が
郡
と
県
の
両
方
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
か
否
か
判
然
と
し
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。

　
裁
判
文
書
は
県
か
ら
郡
へ
上
呈
さ
れ
る
が
、
囚
の
身
柄
は
県
獄
に
留
置
さ

れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　
　
又
笹
丘
の
男
子
母
短
長
　
母
と
倶
に
市
に
行
き
、
道
に
墨
客
の
其
の

　
　
母
を
辱
む
る
に
遇
ふ
。
長
　
之
を
殺
し
て
亡
ぐ
。
安
丘
追
躍
し
て
膠

　
　
東
に
曾
て
之
を
得
。
祐
　
長
を
呼
び
謂
ひ
て
曰
く
「
子
　
母
の
辱
め

　
　
ら
る
る
は
、
人
情
の
恥
つ
る
所
な
り
。
然
れ
ど
も
孝
子
は
盗
る
に
必

　
　
ず
難
を
慮
り
、
動
く
に
親
を
累
は
さ
ず
。
今
若
　
親
に
背
き
怒
り
を

　
　
逞
し
く
し
、
白
日
に
人
を
殺
す
。
若
を
赦
す
は
義
に
非
ざ
る
も
、
若

　
　
を
刑
す
る
は
忍
び
ず
、
將
に
之
を
如
何
せ
ん
」
と
。
長
　
械
を
以
て

　
　
自
ら
繋
ぎ
て
曰
く
「
國
家
　
法
を
制
し
、
囚
身
ら
之
を
犯
す
。
明
府

　
　
哀
於
を
加
ふ
と
難
も
、
恩
施
す
所
無
し
」
と
。
祐
　
長
に
問
ふ
「
妻

　
　
子
有
る
か
」
と
。
封
へ
て
曰
く
「
妻
有
る
も
未
だ
子
有
ら
ざ
る
な

　
　
り
扁
と
。
即
ち
撃
壌
に
移
し
て
長
の
妻
を
給
せ
し
む
。
妻
到
ら
ば
、

　
　
其
の
栓
括
を
解
き
、
獄
中
に
同
宿
せ
し
む
。
妻
遂
に
懐
孕
す
。
冬
盤

　
　
き
刑
を
行
ふ
に
到
り
、
長
泣
き
て
母
に
謂
ひ
て
曰
く
「
母
に
負
き
て

　
　
鷹
に
死
す
べ
し
。
當
に
何
を
以
て
呉
君
に
報
ゆ
べ
き
や
」
。
乃
ち
指

　
　
を
解
み
て
之
を
呑
み
、
甑
を
含
み
言
ひ
て
曰
く
「
妻
若
し
子
を
生
ま

　
　
ば
、
之
を
『
呉
生
』
と
名
づ
け
、
欝
へ
筑
暴
死
に
臨
み
指
を
呑
み
誓

　
　
ひ
を
為
す
、
児
に
属
し
て
以
て
呉
君
に
報
い
ん
曝
と
」
と
。
因
り
て

　
　
縷
に
投
じ
て
死
す
。
（
『
後
漢
書
』
傳
五
四
　
呉
楯
傳
）

こ
こ
で
は
殺
人
を
犯
し
た
囚
が
死
刑
執
行
直
前
ま
で
侯
国
の
獄
に
留
置
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
い
る
。
侯
国
は
県
と
同
等
な
の
で
、
一
般
県
で
も
死
刑
囚
は
死
刑
執
行
ま
．

で
県
獄
に
留
置
さ
れ
、
死
刑
の
執
行
も
県
に
於
い
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。　

な
お
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
前
掲
『
漢
書
』
王
温
聖
慮
の
よ
う
に
郡
が

被
疑
者
を
逮
捕
す
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
こ
れ
ま
で
の
手
順
も
死
刑

の
執
行
も
郡
に
於
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

④
県
か
ら
裁
判
書
類
を
受
け
取
っ
た
郡
は
刑
の
量
定
を
行
い
判
決
案
を
作
成

し
上
呈
す
る
。

　
前
掲
『
漢
書
』
子
定
国
伝
で
は
、
県
か
ら
送
付
さ
れ
て
来
た
「
具
獄
」
に

基
づ
い
て
太
守
が
「
論
」
じ
て
お
り
、
県
か
ら
送
付
さ
れ
て
き
た
裁
判
書
類

に
基
づ
い
て
郡
太
守
が
死
刑
案
件
の
刑
の
量
定
を
行
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

刑
の
量
定
に
お
い
て
、
そ
の
犯
罪
行
為
に
律
令
を
引
き
当
て
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

「
当
」
と
言
い
、
「
当
」
を
上
奏
す
る
文
書
を
「
奏
当
」
と
言
う
が
、
「
当
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
上
奏
す
る
こ
と
を
「
当
を
奏
す
」
と
言
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
文
書
そ
の

も
の
も
「
奏
当
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
奏
当
」
の
上
呈
は
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前
掲
の
魏
明
豊
の
詔
に
も
見
え
る
。

⑤
死
刑
の
判
決
案
は
郡
か
ら
御
史
大
夫
に
上
げ
ら
れ
、
御
史
大
夫
が
そ
の
可

否
を
判
断
し
、
可
と
す
る
も
の
は
皇
帝
に
上
呈
し
、
可
と
し
な
い
も
の
は
却

下
す
る
。

　
次
の
史
料
は
、
武
婚
期
に
御
史
大
夫
で
あ
っ
た
張
欧
の
話
で
あ
る
。

　
　
具
獄
の
事
を
上
す
に
、
卸
く
べ
き
有
ら
ば
、
之
を
鄙
く
。
可
な
ら
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
　
る
者
は
、
已
む
を
得
ず
、
爲
に
涕
泣
し
て
、
面
し
て
之
を
封
ず
。
其

　
　
　
の
人
を
愛
す
る
こ
と
此
の
如
し
。
（
『
漢
書
』
巻
四
六
　
張
欧
傳
）

こ
こ
で
は
、
御
史
大
夫
で
あ
っ
た
張
欧
が
「
直
面
」
を
皇
帝
に
上
呈
し
て
い

る
。
後
漢
で
は
廷
尉
の
他
に
御
史
中
丞
属
下
の
治
書
侍
御
史
も
「
謙
」
を
治

　
　
　
　
　
⑮

め
て
い
る
の
で
、
こ
の
薄
墨
が
上
呈
し
て
い
る
の
は
「
講
」
で
あ
る
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
講
」
は
県
↓
郡
↓
廷
尉
↓
皇
帝
と
上
申
さ
れ

る
も
の
で
、
前
漢
で
は
御
史
大
夫
が
関
与
し
た
形
跡
は
無
い
し
、
下
級
官
署

か
ら
「
講
」
さ
れ
る
と
上
級
官
署
が
判
決
し
て
圓
癒
し
、
判
決
の
下
せ
な
い

案
件
は
廷
尉
に
上
申
さ
れ
、
廷
尉
も
判
決
を
下
せ
な
い
案
件
の
み
皇
帝
に
上

　
　
　
⑯

申
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
郡
や
廷
尉
が
そ
の
「
識
」
を
却
下
す
べ
き
か
否
か

を
判
断
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
御
史
大
夫
が
「
具
獄
」
上
呈
の
可

否
を
判
断
し
て
い
る
張
隊
の
事
例
を
「
認
」
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
「
豊
漁
」
と
い
う
語
自
体
は
死
刑
裁
判
以
外
の
裁
判
文
書
も
指
す
と

思
わ
れ
る
が
、
死
刑
以
外
で
皇
帝
に
上
奏
す
る
必
要
の
あ
っ
た
裁
判
案
件
は

他
に
確
認
さ
れ
な
い
の
で
、
こ
の
「
具
獄
」
は
死
刑
裁
判
の
文
書
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
御
史
大
夫
は
皇
帝
秘
書
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
死
刑
の
判

決
案
の
上
呈
に
関
し
て
も
皇
帝
秘
書
と
し
て
の
働
き
を
果
た
し
て
い
た
こ
と

が
張
激
伝
か
ら
確
認
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
御
史
大
夫
は
単
に
死
刑

の
判
決
案
を
皇
帝
に
上
呈
す
る
だ
け
で
な
く
、
裁
判
文
書
の
内
容
を
吟
味
し

上
呈
す
る
か
否
か
を
判
断
し
て
い
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
｝
般
県
で
の
案
件
は
県
↓
郡
↓
御
史
大
夫
と
上
呈
さ
れ
る
が
、
諸
陵
県
は

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

市
之
の
管
轄
で
あ
っ
た
た
め
直
接
太
常
に
上
呈
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
（
杜
緩
）
拝
せ
ら
れ
て
太
常
と
爲
り
、
諸
陵
縣
を
謹
む
。
冬
月
具
獄

　
　
を
封
ず
る
日
毎
に
、
常
に
酒
を
去
り
食
を
省
く
。
宮
屡
　
其
の
恩
有

　
　
　
る
を
毒
す
。
（
『
漢
書
』
巻
六
〇
　
杜
周
傳
）

太
常
で
あ
る
杜
緩
が
封
じ
て
い
る
「
具
獄
」
は
諸
陵
県
か
ら
上
げ
ら
れ
た
も

の
だ
ろ
う
。
太
常
と
同
じ
く
九
卿
で
あ
る
宗
正
が
、
郡
国
か
ら
報
告
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

宗
室
の
犯
罪
を
皇
帝
に
直
接
上
申
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
太
常
は
御

史
大
夫
を
通
さ
ず
直
接
皇
帝
に
上
申
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑥
御
史
大
夫
か
ら
の
上
申
を
受
け
て
、
皇
帝
が
死
刑
の
裁
可
を
下
す
。

　
皇
帝
に
よ
る
死
刑
裁
可
の
回
報
を
「
報
」
と
い
う
。
前
掲
咽
三
国
志
』
司
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漢代の死刑奏請制度（鷹取）

馬
芝
伝
の
「
諸
鷹
死
罪
者
、
皆
當
先
表
明
報
」
の
「
報
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
『
説
文
解
字
』
（
十
篇
下
）
に
は
「
報
、
當
睾
入
也
」
と
あ
り
、
ま
た

『
漢
書
』
な
ど
の
注
釈
に
も
「
報
」
を
回
報
と
解
釈
す
る
も
の
の
他
に
「
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

（
刑
の
量
定
）
」
や
「
断
（
裁
定
行
為
の
完
了
と
と
解
釈
す
る
も
の
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
「
報
」
の
意
味
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
「
報
」
は
、
具
体
的
な
裁
判
手
続
き
に
お
い
て
は
、
判
決
案
の
決
定
よ
り

後
で
死
刑
執
行
よ
り
前
の
手
続
き
と
し
て
現
れ
る
。
次
の
史
料
は
、
安
富
の

時
尚
書
郎
で
あ
っ
た
上
品
が
里
中
の
語
を
漏
ら
し
た
廉
で
獄
に
下
さ
れ
、
死

刑
執
行
の
直
前
に
郡
太
后
の
詔
に
よ
っ
て
死
刑
を
免
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
砦
獄
に
下
さ
れ
、
死
に
剰
る
。
俊
　
獄
中
よ
り
獄
吏
に
潤
し
て
上
書

　
　
　
し
て
自
訟
す
。
書
奏
せ
ら
る
る
も
俊
の
獄
已
に
報
ぜ
ら
る
。
廷
尉
將

　
　
　
み
て
里
門
よ
り
出
づ
。
刑
を
行
ふ
に
臨
み
、
鄭
太
笛
賭
し
て
騎
を
馳

　
　
　
せ
て
死
を
減
ず
る
を
以
て
論
ず
。
俊
　
名
を
薫
り
上
書
し
謝
し
て
日

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
む

　
　
　
く
「
臣
　
恩
に
孤
き
義
に
篤
き
、
自
ら
重
刑
に
陥
る
。
情
断
た
れ
意

　
　
詑
は
り
、
復
た
望
む
所
無
し
。
廷
尉
鞠
遣
す
る
に
、
歓
刀
前
に
在
り
、

　
　
地
平
後
に
在
り
。
魂
醜
飛
揚
し
、
形
容
已
に
枯
る
。
陛
下
聖
澤
に
し

　
　
　
て
、
臣
の
嘗
て
近
況
に
在
り
、
其
の
思
懸
を
罵
り
、
其
の
眼
目
を
傷

　
　
　
む
を
以
て
、
心
に
留
め
慮
を
曲
げ
、
特
に
聖
訓
を
加
ふ
。
喪
車
復
た

　
　
　
還
り
、
白
骨
更
め
て
肉
つ
き
、
棺
を
披
き
檸
を
襲
き
、
起
ち
て
白
日

　
　
　
を
見
る
…
…
」
（
隅
後
漢
書
燥
傳
三
五
　
蓑
安
傳
附
載
張
俊
傳
）

こ
こ
で
は
死
刑
執
行
ま
で
が
、
「
下
獄
」
↓
「
當
死
」
↓
門
俊
獄
已
報
」
↓

「
廷
尉
將
出
帆
門
扁
↓
「
臨
行
刑
」
と
い
う
順
に
進
ん
で
い
る
。
「
當
死
」

は
死
刑
の
判
決
案
が
定
ま
っ
た
こ
と
を
指
し
、
「
廷
尉
導
出
穀
門
」
は
刑
場

へ
の
連
行
で
あ
る
か
ら
、
「
報
」
は
刑
の
量
定
の
後
、
死
刑
執
行
の
前
に
行

わ
れ
る
手
続
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
前
掲
の
豊
明
帝
の
詔
で
は
、

再
審
を
請
求
す
る
前
に
獄
が
「
五
胎
」
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
「
理
を
究
め

情
を
鑑
く
す
」
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
今
後
は
再
審
請
求
を
判
決
案
と

共
に
上
申
せ
よ
、
と
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
詔
に
よ
れ
ば
、
再
審
請
求
と

判
決
書
の
上
申
は
獄
が
「
報
断
」
さ
れ
る
よ
り
前
に
な
る
の
で
、
「
報
」
は

や
は
り
判
決
案
の
決
定
よ
り
後
に
行
わ
れ
る
手
続
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
、
「
報
」
を
「
論
」
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
一
方
の
「
断
扁
は
、
具
体
的
な
裁
判
手
続
き
の
中
で
は
刑
の
量
定
が
完
了

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
た
段
階
を
指
す
場
合
と
刑
の
執
行
が
完
了
し
た
段
階
を
指
す
場
合
と
が
あ

る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
の
「
断
」
も
「
報
」
に
当
た
ら
な
い
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

張
俊
伝
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
報
」
は
「
論
」
で
も
な
い
し
「
断
」
で
も
な
い
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
報
」
は
、
裁
判
関
係
以
外
の
用
例
で
は
回
報
の
意
味
な
の
だ
か
ら
、
裁
判

に
関
連
し
て
現
れ
る
「
報
」
も
他
の
用
例
と
同
様
に
皇
帝
か
ら
の
回
報
と
理

　
　
　
　
　
　
　
⑳

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
死
刑
裁
判
の
手
順
に
戻
ろ
う
。
御
史
大
夫
か
ら
上
申
さ
れ
た
死
刑
奏
請
を
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皇
帝
が
却
下
す
る
場
合
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
會
た
ま
廷
尉
に
時
に
疑
奏
有
り
、
已
に
再
び
鄙
け
ら
れ
、
橡
史
澄
す

　
　
所
を
知
る
莫
し
。
寛
爲
に
其
の
意
を
言
い
、
縁
史
因
り
て
寛
を
し
て

　
　
奏
を
爲
ら
し
む
。
奏
成
り
、
之
を
済
め
ば
皆
服
す
。
以
て
廷
尉
湯
に

　
　
滅
す
。
湯
大
い
に
驚
き
、
寛
を
召
し
て
與
に
語
り
、
乃
ち
其
の
材
を

　
　
奇
と
し
、
以
て
豫
と
爲
す
。
寛
の
作
る
所
の
奏
を
上
さ
ば
、
即
時
可

　
　
を
得
。
（
『
漢
書
』
巻
五
八
　
建
玉
傳
）

「
疑
奏
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
死
刑
奏
請
で
は
な
く
「
講
」
の
場
合
で

あ
る
が
、
そ
の
際
、
皇
帝
が
廷
尉
の
上
奏
を
二
度
却
下
し
て
い
る
。
こ
の
臣

下
が
皇
帝
に
上
申
し
裁
可
を
得
る
と
い
う
形
は
死
刑
奏
請
の
場
合
と
同
様
で

あ
る
か
ら
、
死
刑
奏
請
の
場
合
も
皇
帝
が
不
当
と
判
断
し
た
場
合
は
却
下
さ

れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

⑦
皇
帝
か
ら
死
刑
の
裁
可
が
回
報
さ
れ
る
と
、
囚
が
刑
場
に
連
行
さ
れ
て
、

確
認
さ
れ
た
犯
罪
行
為
が
囚
に
対
し
て
読
み
聞
か
せ
ら
れ
た
後
、
死
刑
が
執

行
さ
れ
る
。

　
前
掲
の
張
俊
の
記
事
で
は
、
死
刑
執
行
ま
で
が
、
「
下
獄
」
↓
「
爆
死
」

↓
「
俊
獄
已
報
」
↓
「
廷
尉
將
出
穀
門
」
↓
「
臨
行
刑
」
と
い
う
順
に
進
ん

で
い
た
。
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
「
報
」
は
皇
帝
か
ら
の
回
報
な
の
で
、

「
親
仁
已
報
」
は
皇
帝
か
ら
死
刑
の
裁
可
が
回
報
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
。
張

俊
は
、
皇
帝
か
ら
の
回
報
を
受
け
て
、
死
刑
執
行
の
た
め
に
刑
場
へ
と
連
行

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
の
こ
と
は
『
績
漢
書
』
注
に
引
か
れ
た
藥
琶

の
文
章
に
も
見
え
る
。

　
　
顧
み
念
ふ
に
元
初
中
、
故
の
尚
書
郎
張
篭
、
事
を
漏
泄
す
る
に
坐
し
、

　
　
重
刑
に
伏
す
る
に
當
る
。
已
に
穀
門
を
出
で
、
復
た
鞠
を
嵩
む
を
聴

　
　
く
に
、
詔
書
馳
せ
て
救
ひ
、
罪
｝
等
を
減
じ
、
左
辺
に
輸
毒
せ
し
む
。

　
　
　
（
『
績
漢
書
隔
志
三
　
天
暦
下
歯
所
引
「
察
畑
鼠
唐
画
章
」
）

『
後
漢
書
』
に
引
か
れ
た
張
俊
の
言
葉
の
「
廷
尉
鞠
遣
」
と
「
察
二
塁
邊
三

章
」
の
「
復
聰
讃
鞠
」
が
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
疑
い
無
い
か
ら
、

「
廷
尉
皇
尊
」
は
廷
尉
が
確
認
さ
れ
た
犯
罪
行
為
を
囚
に
読
み
聞
か
せ
る
こ

　
　
　
　
　
⑳

と
だ
と
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
読
み
聞
か
せ
の
時
に
、
前
に
「
二
刀
（
処
刑

　
　
⑳

用
の
刀
）
」
、
後
ろ
に
「
棺
紫
（
棺
と
綿
と
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

犯
罪
行
為
の
読
み
聞
か
せ
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
が

わ
か
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
皇
帝
か
ら
死
刑
の
裁
可
が
圃
報
さ
れ
る
と
、
囚
は
獄

か
ら
刑
場
へ
連
行
さ
れ
、
そ
こ
で
確
認
さ
れ
た
犯
罪
行
為
が
読
み
聞
か
せ
ら

れ
た
後
、
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
、
と
な
ろ
う
。
な
お
、
皇
帝
の
回
報
を
受
け

る
と
囚
に
対
し
「
鞠
」
が
読
み
聞
か
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
鞠
」
は
死
刑
奏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

請
の
文
書
と
し
て
皇
帝
に
上
げ
ら
れ
裁
可
を
得
て
回
報
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、

結
局
、
皇
帝
か
ら
の
回
報
を
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
囚
に
対
し
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「
鞠
」
を
読
み
聞
か
せ
る
こ
と
を

　
　
　
　
⑳

「
囚
に
報
ず
」

と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
。

①
鄭
司
農
云
、
読
書
則
用
法
、
如
今
時
読
響
已
乃
論
之
。
（
糊
周
禮
』
秋
軽
量
司
冠

　
鄭
玄
注
）

②
裁
判
で
の
取
り
調
べ
に
お
い
て
現
れ
る
「
定
」
は
、
『
漢
書
』
杜
周
伝
の
「
不

　
服
、
塾
主
答
定
之
」
や
前
掲
『
三
国
志
馳
司
馬
芝
伝
の
門
諸
語
初
定
」
に
見
え
る

　
よ
う
に
、
被
疑
者
が
罪
状
を
承
服
す
る
こ
と
を
指
す
。
そ
れ
故
、
被
疑
者
が
罪
状

　
を
自
認
し
、
犯
罪
行
為
の
確
認
が
完
了
し
た
段
階
を
「
濫
掘
設
定
」
と
表
現
し
た

　
の
で
あ
ろ
う
。

　
至
周
為
廷
尉
、
詔
獄
亦
益
多
集
。
二
千
石
肖
者
新
故
根
因
、
不
減
百
籐
人
。
郡
吏

　
大
府
羅
之
廷
尉
、
一
歳
至
千
鯨
章
。
章
聾
者
連
逮
誰
里
数
百
、
小
者
数
十
人
、
遠

　
者
激
千
里
、
益
者
数
百
里
。
會
獄
、
吏
因
論
結
章
告
劾
、
不
服
、
以
掠
筈
定
之
。

　
（
雛
隈
漁
日
』
巻
山
ハ
○
　

杜
周
傳
）

③
次
掲
の
張
家
山
垂
穂
・
奏
識
書
で
は
「
鞠
（
鞠
）
」
の
記
載
ま
で
に
、
「
告
一

　
「
劾
」
の
内
容
、
尋
問
で
の
被
疑
者
の
供
述
や
罪
状
を
自
認
し
た
こ
と
な
ど
が
記

　
さ
れ
て
お
り
、
「
具
獄
」
の
記
載
内
容
も
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
幽
胡
丞
悪
敢
講
中
。
十
二
月
壬
申
大
夫
蘇
詣
女
子
難
山
亡
。
＠
符
日
、
誠
亡
。
誰

　
自
誓
爲
未
有
名
数
、
欝
気
自
占
書
名
敷
、
爲
大
夫
明
隷
。
明
嫁
雲
隠
官
解
妻
。
弗

　
告
亡
。
宣
三
八
。
解
日
、
符
有
名
数
明
所
。
解
以
爲
母
恢
人
也
。
取
鞘
当
妻
。
不

　
智
前
亡
。
乃
疑
爲
明
隷
。
吃
翠
嵐
。
詰
解
、
符
号
有
名
説
明
所
而
實
亡
入
也
。
幽

　
律
、
取
亡
人
爲
妻
、
黙
爲
葛
藤
。
三
智
、
非
有
離
離
。
解
難
洋
島
、
當
以
取
亡
人

　
爲
妻
論
。
計
器
。
解
田
、
罪
。
母
解
。
幽
明
言
如
符
・
解
。
問
。
解
故
鯨
嗣
。
乞

　
懸
紐
。
幽
鞠
。
符
亡
、
誹
自
奮
闘
名
数
。
監
製
爲
妻
、
不
智
其
亡
。
審
。
疑
解
罪
。

　
搬
。
官
議
論
。
敢
講
読
。
麟
吏
議
。
素
謡
数
明
所
、
明
器
爲
解
妻
、
解
不
馴
其
亡
、

　
不
當
論
。
⑧
或
日
、
符
難
已
誰
書
名
轍
、
實
亡
人
也
。
解
殿
慧
智
其
請
、
當
以
取

　
亡
人
爲
妻
論
、
斬
左
止
観
城
旦
。
廷
報
日
、
取
亡
人
爵
愚
論
之
。
律
白
、
不
當
講
。

　
（
張
家
山
漢
簡
・
奏
講
書
二
八
～
三
五
）

④
徒
頴
川
太
守
…
…
是
時
頴
川
鍾
元
爲
尚
武
令
、
領
廷
尉
、
用
事
有
権
。
二
尉
爲

　
郡
橡
、
城
千
金
。
並
爲
太
守
、
過
僻
鍾
廷
尉
、
廷
尉
免
冠
爲
弟
請
～
等
之
罪
、
願

　
蚤
黒
髭
鉗
。
並
日
「
金
談
弟
盗
難
君
律
、
不
在
於
太
守
。
」
元
禮
、
馳
駅
人
呼
弟
。

　
陽
覆
輕
侠
趙
季
・
李
款
多
畜
賓
客
、
以
氣
力
漁
食
闘
里
、
至
姦
人
婦
女
、
持
吏
長

　
短
、
母
野
門
中
、
聞
並
且
至
、
南
森
去
。
並
下
車
求
勇
猛
曉
文
法
吏
且
十
人
、
使

　
文
吏
治
三
人
獄
、
武
勲
怪
異
之
、
各
有
所
部
。
軟
ヨ
「
三
人
非
負
太
守
、
乃
負
王

　
法
、
不
得
不
治
。
寒
威
所
犯
多
在
赦
前
、
聡
警
入
弾
頭
驕
、
勿
令
汗
民
間
。
不
入

　
關
、
乃
収
之
。
趙
李
三
悪
、
錐
遼
去
、
當
得
其
頭
、
以
謝
百
姓
。
」
鍾
威
負
其
兄
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
止
雛
陽
、
吏
格
殺
之
。
亦
得
趙
李
宣
郡
、
持
頭
還
、
並
皆
縣
頭
及
其
具
寺
田
市
。

　
郡
中
清
静
。
（
『
漢
書
藤
巻
七
七
　
何
生
噛
）

⑤
本
章
注
①
所
掲
『
周
禧
』
鄭
玄
注
。

⑥
語
漏
云
、
獄
晒
蝋
、
呼
囚
鞠
語
罪
状
。
囚
若
繕
雷
鼓
乞
誉
者
、
許
之
也
。
（
『
史

　
記
㎞
巻
九
五
　
焚
鄭
縢
灌
列
嬉
索
隠
）

　
　
こ
こ
で
、
囚
が
「
柾
を
賦
し
て
」
い
る
の
は
「
鞠
語
」
さ
れ
た
「
罪
状
」
に
対

　
し
て
で
あ
る
か
ら
、
「
乞
鞠
」
と
は
文
字
通
り
「
鞠
扁
を
「
乞
」
う
こ
と
、
即
ち
、

　
犯
罪
行
為
の
確
認
の
や
り
直
し
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
「
餐
灼
一
は
一
本
に

　
「
暑
令
」
に
作
り
、
「
獄
結
寛
」
と
い
う
表
現
は
二
代
の
史
料
に
は
あ
ま
り
見
ら

　
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
は
恐
ら
く
県
令
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
漢
画
で
も
再
審
請
求
は

　
「
乞
鞠
扁
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
漢
代
の
「
乞
鞄
」
も
同
様
に

　
犯
罪
行
為
の
確
認
の
や
り
直
し
を
求
め
る
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑦
訳
は
「
江
陵
張
家
山
漢
墓
嵐
土
『
二
年
律
令
輪
訳
注
稿
そ
の
（
一
と
（
『
東

　
方
学
報
』
七
六
　
二
〇
〇
四
）
に
拠
る
が
、
一
部
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

⑧
家
族
に
よ
る
再
審
請
求
の
制
度
は
、
陰
欝
帝
の
時
の
新
律
制
定
の
際
に
廃
止
さ

　
れ
た
。
謡
講
の
魏
明
帝
の
詔
で
囚
本
人
に
よ
る
再
審
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の

　
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
二
歳
刑
以
上
、
除
毒
家
人
乞
坤
高
制
、
省
所
煩
慾
界
。
（
量
日
書
翫
巻
三
〇
　
刑
法

　
志
　
魏
律
序
略
）
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⑨
『
将
星
酒
壷
官
朝
旦
の
注
に
は
「
徒
論
決
浦
三
月
置
得
乞
鞠
」
と
も
見
え
る
。

⑩
『
漢
書
隔
巻
九
〇
酷
吏
傳
・
嚴
延
年
傳
に
は
前
掲
箇
所
に
続
い
て

　
冬
月
、
傳
騰
縣
囚
、
塩
煎
目
上
、
流
血
数
里
、
河
南
斎
日
屠
伯
。
令
行
禁
止
、
郡

　
中
正
清
。

　
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
冬
月
」
に
な
っ
て
県
か
ら
郡
に
送
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

　
こ
こ
で
は
裁
判
書
轡
だ
け
で
な
く
囚
も
郡
に
移
送
さ
れ
そ
こ
で
刑
の
翼
壁
と
死
刑

　
の
執
行
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
通
常
、
県
獄
に
繋
が
れ
た

　
死
刑
囚
は
死
刑
執
行
ま
で
県
獄
に
留
置
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
、
属
県
の
囚
を
郡
府

　
に
集
め
て
処
刑
し
た
と
い
う
の
は
民
を
威
嚇
す
る
た
め
の
示
威
的
な
行
為
で
あ
っ

　
て
、
酷
吏
に
よ
る
例
外
的
な
事
例
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
「
生
月
扁
に

　
な
っ
て
か
ら
県
か
ら
郡
へ
裁
判
文
書
が
上
呈
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
は
、
厳
延
年
傳

　
の
場
合
も
通
常
の
手
続
き
通
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑪
毎
國
置
相
～
人
、
其
秩
各
如
本
縣
。
本
注
日
、
主
治
民
、
如
令
長
、
不
臣
也
。

　
偵
納
租
子
侯
、
以
戸
数
爲
隈
。
（
門
績
漢
書
』
百
官
志
五
　
列
侯
条
）

⑫
宮
宅
前
掲
「
秦
漢
時
代
の
裁
判
制
度
」

⑬
　
頃
之
、
上
行
出
中
延
橋
、
有
一
人
從
橋
下
走
、
乗
輿
馬
驚
。
於
是
使
騎
捕
之
、

　
屡
廷
尉
。
繹
之
治
問
。
田
「
縣
入
來
、
聞
躍
、
匿
橋
下
。
久
以
爲
行
過
。
既
出
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
見
車
掌
、
即
走
耳
。
」
縄
之
奏
當
「
此
人
犯
鐸
、
當
罰
金
。
」
（
『
漢
書
』
四
五
〇

　
張
繹
之
傳
）

⑭
　
　
「
面
而
封
手
」
に
晋
灼
は
「
面
対
再
読
而
封
之
、
使
其
聞
見
、
死
而
無
恨
也
」

　
と
注
し
て
お
り
、
囚
に
対
す
る
読
鞠
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
後
掲
鯛
後
漢

　
書
臨
衰
安
傳
附
載
張
俊
傳
に
見
え
る
よ
う
に
都
で
の
死
刑
執
行
で
囚
に
対
し
読
鞠

　
す
る
の
は
廷
尉
で
あ
っ
て
御
史
大
夫
で
は
な
い
。
顔
師
古
注
「
二
説
皆
非
也
。
面

　
謂
情
之
也
。
言
不
忍
視
之
、
与
馬
童
面
之
同
義
」
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑮
御
史
中
丞
　
人
、
千
石
。
…
…
墨
書
侍
御
史
二
人
、
六
百
石
。
本
源
日
：
掌
選

　
明
法
律
者
爲
之
。
凡
天
下
諸
識
疑
事
、
掌
以
法
律
當
其
是
非
。
（
噛
績
漢
書
』
志
二

　
六
　
百
窟
三
　
少
府
条
）

⑯
自
今
以
來
、
縣
道
立
旧
盆
者
、
各
講
所
鷹
二
千
石
官
、
二
千
石
官
以
其
罪
名
當

　
報
之
。
所
不
能
輝
国
、
皆
移
廷
尉
、
廷
尉
亦
當
報
之
。
廷
尉
所
不
能
決
、
謹
具
為

　
奏
、
傅
所
當
比
律
令
以
聞
。
（
『
漢
書
睡
巻
二
三
　
刑
法
志
）

⑰
大
庭
脩
例
秦
漢
法
制
史
の
研
究
㎞
第
三
編
第
二
章
「
居
延
出
土
の
詔
書
冊
」

　
（
白
文
社
　
一
九
八
二
）
。

⑱
雲
霧
、
秦
官
、
掌
宗
廟
禮
儀
。
有
丞
。
景
藩
中
六
年
最
適
太
常
。
…
…
又
博
士

　
及
諸
陵
縣
皆
鷹
焉
。
（
『
漢
書
輪
巻
～
駈
上
　
百
官
公
卿
表
町
）

⑲
宗
正
、
卿
　
人
、
史
｝
千
石
。
本
綴
日
、
掌
序
録
王
國
嫡
庶
之
次
、
及
諸
宗
室

　
親
属
遠
近
、
郡
國
歳
因
計
上
宗
室
名
簿
。
若
有
犯
法
只
事
以
上
、
先
上
諸
宗
正
、

　
宗
正
凶
聞
、
乃
報
決
。
（
『
績
漢
書
触
志
二
六
　
百
官
三
　
宗
正
条
）

⑳
「
報
」
薩
回
報
説
を
取
る
注
釈
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
論
報
、
謂
上
論
之
而
角
落
也
。
（
凹
漢
轡
㎞
巻
五
九
　
張
湯
傳
「
亭
号
論
報
」
顔

　
　
師
古
注
）

　
　
奏
講
得
報
而
論
殺
。
（
触
漢
書
』
巻
九
〇
　
酷
吏
傳
・
逗
留
傳
「
是
日
脚
相
殺
四

　
　
百
鯨
人
」
顔
師
古
注
）

　
　
穏
便
行
脚
也
。
（
『
漢
書
』
巻
上
〇
　
酷
吏
傳
・
嚴
延
年
傳
「
下
見
報
囚
」
顔
師

　
　
古
注
）

　
　
山
鼠
、
謂
奏
講
報
翼
翼
。
（
『
後
漢
書
』
傳
皿
五
　
魯
恭
傳
「
其
立
春
在
十
二
月

　
　
中
者
、
勿
以
報
囚
如
故
事
」
李
賢
注
）

　
　
　
「
報
」
翻
「
論
」
「
断
」
説
を
取
る
注
釈
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
報
、
論
。
（
門
漢
書
㎞
巻
二
四
下
　
食
貨
志
下
「
難
鯨
罪
日
報
、
其
勢
不
止
」
鄭

　
　
氏
注
）

　
　
無
恥
、
弧
細
也
。
臨
剛
獄
爲
朝
鞭
。
（
胃
隈
仲
陽
』
巻
⊥
十
七
　

胡
建
傳
「
辟
報
故
不
漁
躬
幽
番
」
蘇
岡

　
　
林
注
）

　
　
日
揮
論
也
。
（
病
後
漢
沓
㎞
紀
三
　
章
帝
紀
「
律
十
二
月
立
春
、
不
以
報
囚
」
李

　
　
賢
注
）

　
　
報
謂
断
決
也
。
（
『
後
漢
書
腕
紀
五
　
安
帝
紀
「
自
今
長
吏
被
三
章
未
報
」
李
賢
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漢代の死刑奏請制度（鷹取）

　
　
注
）

　
　
報
、
臨
湘
也
。
重
、
死
刑
也
。
（
『
後
｝
隈
酔
泣
傳
一
二
よ
ハ
　
陳
寵
僚
障
「
漢
窟
幽
事
臨
剛
獄
報

　
　
重
、
常
盤
三
冬
之
月
扁
李
賢
注
）

⑳
　
次
の
睡
虎
地
顔
蔵
で
は
、
門
已
断
」
が
、
刑
（
肉
刑
）
の
引
き
当
て
は
行
わ
れ

　
た
が
強
制
移
住
先
へ
は
ま
だ
移
動
し
て
い
な
い
段
階
に
嶺
た
る
の
で
、
こ
の

　
「
断
」
は
刑
の
澱
定
が
完
了
し
た
段
階
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
廷
行
事
有
罪
當
悪
、
已
断
已
令
、
未
行
翼
廊
若
亡
、
其
所
包
當
詣
啓
所
。

　
　
　
（
睡
虎
地
秦
傭
醐
・
法
律
答
m
同
山
ハ
○
）

⑫
　
同
じ
記
事
を
記
す
次
の
二
史
料
か
ら
、
こ
の
場
合
の
「
断
」
が
死
刑
執
行
を
指

　
す
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
富
入
蘇
回
為
郎
、
二
人
劫
之
。
膚
頃
、
廣
漢
將
吏
到
家
、
自
立
庭
下
、
使
長
安

　
　
丞
襲
奢
露
寒
戸
暁
賊
、
日
コ
尿
兆
雌
蝶
看
謝
潔
癖
、
無
薬
殺
質
、
此
宿
衛
臣
也
。

　
　
繹
質
束
手
、
得
善
相
遇
。
幸
逢
赦
令
、
或
時
解
脱
。
」
二
人
驚
樗
、
又
素
聞
慶

　
　
漢
名
、
即
開
戸
出
、
下
堂
叩
頭
、
慶
漢
無
畜
日
「
幸
全
活
郎
、
甚
厚
。
」
送
獄
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
　
敷
吏
謹
遇
給
酒
肉
。
至
冬
選
出
死
、
豫
為
調
穣
、
給
敏
葬
具
、
告
語
之
。
皆
日

　
　
「
死
期
所
恨
。
」
（
『
漢
書
蝕
巻
七
六
　
趙
慶
漢
讃
）

　
　
冨
人
蘇
回
為
郎
、
二
人
私
劫
質
之
。
有
頃
、
繋
累
至
、
暁
賊
陣
門
繹
質
東
手
、

　
　
善
栢
遇
。
幸
逢
赦
。
」
賊
驚
愕
即
出
叩
頭
。
廣
漢
為
事
謝
日
「
幸
全
活
郎
、
甚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
厚
。
扁
遂
送
獄
。
敷
吏
謹
遇
之
給
酒
肉
。
糖
蜜
断
。
黒
潮
鎌
槍
敏
具
。
皆
日

　
　
「
死
境
所
恨
ム
矢
。
扁
（
隅
漢
紀
臨
巻
一
八
孝
宣
皇
帝
紀
元
康
二
三
条
）

⑬
　
前
掲
魏
明
帝
の
詔
に
は
「
報
断
」
と
あ
り
「
報
」
と
「
断
」
が
～
体
の
よ
う
に

　
も
見
え
る
が
、
「
報
断
扁
以
前
に
既
に
刑
の
景
定
は
為
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の

　
「
断
」
は
死
刑
執
行
を
指
す
と
理
解
さ
れ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
死
刑
裁
判
で
は

　
皇
帝
か
ら
の
死
刑
裁
可
の
回
報
が
下
る
と
す
ぐ
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、

　
こ
こ
で
は
「
死
刑
の
裁
可
が
回
報
さ
れ
て
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
で

　
「
報
断
」
と
表
現
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

⑳
裁
判
関
係
以
外
で
皇
膏
が
門
報
」
の
行
為
主
体
と
な
っ
て
い
る
屠
例
は
、
以
下

　
の
よ
う
に
「
以
聞
」
門
請
」
「
奏
」
「
上
書
」
門
上
疏
」
「
上
」
「
献
」
な
ど
に
対
し
皇

　
帝
が
「
報
」
ず
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
「
報
」
が
回
報
の
意
味

　
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
國
相
告
諭
。
認
報
日
…
…
（
『
後
漢
堅
目
傳
三
二
　
光
武
十
王
列
傳
・
楚
王
英

　
　
傳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
又
奏
司
隷
校
尉
・
河
南
勢
阿
附
貴
慮
、
無
王
畿
之
義
、
請
免
官
案
罪
。
並
寝
不

　
　
へ

　
　
報
。
（
『
後
漢
書
臨
傳
三
五
　
重
安
傳
）

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
遂
分
別
具
奏
。
帝
感
悟
、
即
報
許
、
得
出
者
四
百
餓
家
。
（
『
後
漢
書
㎞
傳
三
五

　
　
衰
藍
瓶
）

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
定
國
憧
恐
、
上
轡
自
劾
、
蹄
侯
印
、
乞
骸
骨
。
上
汐
日
…
…
（
『
漢
書
』
巻
七

　
　
一
　
軍
国
國
傳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
元
康
四
年
春
、
安
世
病
、
上
疏
蹄
侯
、
乞
骸
骨
。
天
子
帰
日
…
…
（
『
漢
書
睡

　
　
巻
五
九
　
張
湯
博
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
建
初
元
年
、
地
震
。
謡
講
便
宜
、
其
事
留
中
。
帝
謹
書
日
…
…
（
『
後
漢
蹴
畠

　
　
傳
三
二
　
光
武
十
王
列
傳
・
東
平
憲
王
異
音
）

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
臣
前
献
瞥
言
、
未
蒙
詔
報
。
（
『
後
漢
書
輪
傳
【
盤
上
　
桓
灘
列
傳
）

⑳
　
本
章
注
⑯
所
掲
の
覆
践
制
度
の
規
定
に
見
え
る
よ
う
に
「
報
扁
の
行
為
主
体
は

　
皇
帝
に
限
ら
れ
な
い
が
、
死
刑
裁
判
の
手
続
き
に
限
れ
ば
、
「
報
」
は
皇
帝
か
ら

　
の
死
刑
裁
可
の
回
報
を
指
す
。

⑳
　
「
復
厩
立
鞠
」
に
「
復
」
字
が
あ
る
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
囚
に
対
す
る

　
「
鞠
」
の
読
み
聞
か
せ
ば
「
論
」
の
前
に
も
行
わ
れ
て
お
り
、
死
刑
執
行
前
が
二

　
垂
目
の
「
読
鞠
」
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
　
剛
後
漢
書
』
傳
四
八
　
虞
諭
傳
注
「
激
刀
、
刑
人
品
刀
也
。
」

⑱
　
一
般
に
、
臣
下
か
ら
文
書
が
上
呈
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
文
書
に
門
百
日
可
」

　
の
文
言
が
追
加
さ
れ
て
下
達
さ
れ
る
（
大
庭
前
掲
論
文
）
。
死
荊
奏
請
の
場
合
も

　
御
史
大
夫
が
上
げ
た
死
刑
奏
請
の
文
書
（
こ
の
中
に
「
鞄
」
が
含
ま
れ
る
）
に

　
門
剣
樹
可
」
が
追
加
さ
れ
て
回
報
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
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⑳
本
章
注
⑳
所
掲

な
ど
。

『
漢
書
下
緒
延
年
傳
、
『
後
漢
書
』
章
帝
紀
・
魯
恭
傳

三
　
死
刑
奏
請
制
度
の
現
実

　
上
述
の
よ
う
に
、
制
度
的
に
は
漢
代
も
ま
た
後
代
と
同
じ
よ
う
に
、
死
刑

は
皇
帝
に
上
奏
し
そ
の
裁
可
を
得
て
初
め
て
執
行
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
郡

県
が
専
殺
権
を
も
つ
例
証
と
し
て
多
く
の
事
例
が
先
行
研
究
に
よ
っ
て
挙
げ

ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
現
実
に
は
、
郡
県
は
し
ば
し
ば
皇
帝
の
裁
可
を
得
る

こ
と
な
く
死
刑
を
執
行
し
て
い
た
。
本
章
で
は
、
死
刑
奏
請
制
が
現
実
に
は

ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
見
て
ゆ
き
な
が
ら
、
漢
代
地
方
統
治

の
一
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
先
行
研
究
が
挙
げ
た
事
例
の
多
く
は
、
正
式
の
裁
判
を
経
て
死
刑
を
執
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
た
も
の
で
は
な
く
、
逮
捕
中
や
獄
で
の
殺
害
で
あ
っ
て
、
郡
県
が
専
殺
権

を
持
っ
て
い
る
例
証
と
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
例
は
死
刑

奏
請
制
の
現
実
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
例
を
挙
げ
て
見
て
ゆ
こ
う
。

　
頴
川
太
守
何
並
は
、
多
く
の
手
下
と
寒
中
で
横
暴
の
限
り
を
尽
く
す
軽
侠

の
趙
季
・
李
款
を
逃
亡
先
で
逮
捕
し
よ
う
と
し
て
殺
害
し
、
そ
の
頭
を
持
ち

帰
り
「
具
獄
」
と
共
に
市
に
掲
げ
た
結
果
、
「
郡
中
清
静
」
と
な
っ
た
と
い

②う
。
注
目
す
べ
き
は
、
被
疑
者
の
頭
と
「
具
黙
し
を
市
に
掲
げ
た
結
果
「
劇

中
清
静
」
と
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
具
獄
」
は
裁
判
書
類
で
あ
る
か

ら
、
「
卑
小
」
を
掲
げ
る
と
い
う
の
は
罪
状
を
張
り
出
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

罪
状
を
添
え
て
犯
罪
者
の
遣
体
を
み
せ
し
め
に
す
る
こ
と
は
、
言
う
迄
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

く
、
民
に
対
す
る
一
罰
百
戒
的
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

逆
に
、
当
時
、
民
は
刑
罰
と
い
う
威
嚇
に
よ
っ
て
初
め
て
官
の
支
配
に
従
う

と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
源
郡
太
守
厳
延
年
の
場
合
は

そ
の
極
端
な
例
で
あ
ろ
う
。

　
源
郡
で
は
大
姓
高
息
が
勢
力
を
振
る
い
、
郡
吏
で
さ
え
「
た
と
い
郡
太
守

に
背
い
て
も
大
豪
に
は
背
か
な
い
」
と
言
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
新
任
の
太
守

厳
延
年
は
捻
の
趙
繍
に
高
氏
の
重
罪
を
探
ら
せ
た
。
趙
繍
は
高
氏
の
重
罪
を

掴
ん
だ
が
、
厳
延
年
が
ど
の
よ
う
な
態
度
に
出
る
か
を
見
極
め
る
た
め
わ
ざ

と
微
罪
を
先
に
報
告
し
た
。
そ
れ
を
見
抜
い
た
厳
延
年
は
、
重
罪
を
隠
し
た

廉
で
趙
繍
を
獄
に
下
し
翌
日
死
刑
に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
見
た
他
の
属

吏
達
は
震
え
上
が
り
、
そ
の
結
果
、
厳
延
年
は
属
吏
を
率
い
て
高
氏
の
犯
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
尽
く
暴
い
て
諜
滅
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
。
厳
延
年
は
正
式
の
裁

判
手
続
き
を
無
視
し
て
趙
繍
を
｝
晩
で
死
刑
に
し
た
が
、
も
し
も
正
規
の
手

続
き
通
り
冬
ま
で
待
っ
て
死
刑
を
奏
請
し
て
い
た
の
で
は
、
大
毒
を
恐
れ
る

属
吏
を
率
い
て
大
姓
を
諌
滅
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
よ
り
、
律
令
の
規
定
で
は
趙
繍
を
死
刑
に
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
。

問
答
無
用
と
ば
か
り
に
即
刻
死
刑
に
し
た
か
ら
こ
そ
、
「
た
と
い
郡
太
守
に

背
い
て
も
大
量
に
は
背
か
な
い
」
と
言
う
属
吏
を
太
守
の
命
令
に
従
わ
せ
大
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姓
を
諌
滅
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
、
正
規
の
裁
判
手

続
き
を
敢
え
て
無
視
す
る
こ
と
が
、
属
吏
を
命
令
に
従
わ
せ
地
方
支
配
を
貫

徹
す
る
有
効
な
手
段
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
在
地
社
会
は
刑
罰
と
い
う
威
嚇
に
よ
っ
て
初
め
て

官
の
支
配
に
従
う
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
支
配
貫
徹
の
た
め

に
法
を
無
視
し
た
残
虐
そ
の
も
の
の
統
治
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

死
刑
奏
請
鋼
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
次
の
史
料
に
は
、

地
方
支
配
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
結
果
、
死
刑
奏
請
制
が
遵
守
さ
れ
な
か
っ

た
と
い
う
当
時
の
状
況
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
漢
は
戦
國
の
餓
烈
を
承
け
、
豪
猜
の
民
多
し
。
其
の
井
兼
す
る
者
は

　
　
　
則
ち
邦
邑
を
陵
潔
し
、
桀
健
な
る
者
は
則
ち
閻
里
に
雄
張
す
。
且
つ

　
　
宰
守
は
学
説
に
し
て
、
戸
口
は
段
大
な
り
。
故
に
民
に
臨
む
の
職
、

　
　
專
ら
黒
道
を
事
と
し
、
姦
軌
を
族
滅
す
る
に
、
先
に
行
ひ
後
に
聞
す
。

　
　
　
（
四
後
漢
書
臨
傳
六
七
　
酷
吏
列
聖
）

「
先
行
後
聞
扁
が
死
語
奏
請
制
を
前
提
と
す
る
こ
と
、
言
う
迄
も
な
い
だ
ろ

・
つ
。

　
『
漢
書
勲
酷
吏
伝
に
は
、
長
安
令
サ
賞
が
「
壼
切
便
宜
從
事
」
を
得
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

残
虐
極
ま
り
な
い
方
法
で
長
安
申
の
無
頼
の
麗
数
百
人
を
殺
し
た
と
あ
る
。

罪
賞
が
得
た
「
萱
切
便
宜
官
事
」
と
は
、
法
に
拘
束
さ
れ
な
い
権
限
や
事
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

報
告
で
よ
い
権
限
を
付
与
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
が
、
こ
の
こ
と
は
、
官
に
従

わ
な
い
勢
力
を
排
除
し
支
配
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
法
の
遵
守

が
逆
に
そ
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
朝
廷
も
認
識
し
て
お
り
、
支
配
貫

徹
の
た
め
に
は
法
に
拘
わ
ら
な
い
統
治
を
朝
廷
自
身
が
行
わ
せ
る
場
合
も
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
死
刑
奏
請
の
遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
原
因
は
地
方

官
の
側
だ
け
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
朝
廷
自
身
が
そ
れ
を
助
長
し
て
も

い
た
の
で
あ
る
。
「
丈
夫
　
吏
と
爲
ら
ば
、
正
に
残
賊
に
坐
し
て
免
ぜ
ら
れ

よ
。
其
の
功
致
を
追
思
せ
ら
る
れ
ば
、
則
ち
復
た
進
法
せ
ら
れ
ん
」
（
『
漢

書
』
巻
九
〇
　
酷
吏
傳
・
翼
賞
傳
）
と
い
う
気
持
ち
を
地
方
官
に
抱
か
せ
た

こ
と
こ
そ
、
死
刑
奏
請
制
の
遵
守
さ
れ
な
い
最
大
の
原
因
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
先
行
研
究
で
多
く
挙
げ
ら
れ
た
逮
捕
申
や
獄
で
の
殺
害
も
ま
た
死
刑
奏
請

制
を
有
名
無
実
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
逮
捕
中
や
獄
で
の
殺
害
は
、
殆
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
場
合
、
謎
責
さ
れ
る
こ
と
が
無
く
、
そ
の
結
果
、
前
掲
の
嚢
楷
の
指
摘
の

よ
う
に
、
獄
中
死
が
実
質
的
に
郡
県
に
よ
る
死
刑
執
行
と
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
先
行
研
究
が
こ
れ
ら
の
事
例
を
挙
げ
て
郡
県
に
専

殺
権
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
の
も
、
あ
な
が
ち
全
く
の
誤
り
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
。

①
先
行
研
究
が
挙
げ
る
事
例
の
う
ち
、
長
陵
令
何
並
の
侍
中
王
林
卿
奴
に
対
す
る

　
事
例
（
凹
漢
書
』
巻
七
七
　
侮
並
傳
）
、
翼
州
刺
史
張
傲
の
劉
調
に
対
す
る
事
例

　
（
㎎
漢
書
』
巻
七
穴
　
張
敵
傳
）
、
侍
御
史
杜
詩
の
將
軍
鷺
腰
に
対
す
る
事
例
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（
噸
後
漢
書
臨
傳
二
一
　
嘉
詩
傳
）
な
ど
が
逮
捕
中
の
殺
害
で
、
河
東
太
守
史
弼

　
の
中
墨
侍
侯
覧
諸
生
に
対
す
る
事
例
（
『
後
漢
書
』
傳
五
四
　
史
弼
傳
）
、
北
海
相

　
董
宣
の
大
姓
公
孫
丹
と
そ
の
宗
族
親
党
に
対
す
る
事
例
（
『
後
漢
書
』
傳
六
七

　
酷
吏
列
傳
・
童
謡
傳
）
な
ど
が
獄
で
の
殺
害
で
あ
る
。

②
第
二
章
注
④
前
掲
門
漢
書
㎞
何
並
傳
。

③
次
の
例
は
こ
の
点
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
　
課
使
郡
内
日
記
姦
吏
豪
入
諸
常
有
微
過
酒
肉
爲
覇
者
、
豊
漁
十
年
猶
加
撚
棄
、

　
　
注
其
名
籍
。
專
選
劉
惇
吏
、
撃
断
非
法
。
若
窟
生
子
不
養
、
即
斬
其
父
母
、
合

　
　
雪
曇
埋
之
。
凡
殺
人
皆
傑
屍
車
上
、
随
其
繋
目
、
宣
示
厩
縣
。
夏
月
腐
欄
、
則

　
　
留
保
連
其
骨
、
周
逓
～
墨
型
止
、
見
者
骸
催
。
視
事
五
年
夏
凡
殺
詳
説
人
。
其

　
　
飴
惨
毒
刺
刻
、
不
可
勝
撒
。
暑
中
儲
恐
、
莫
敢
自
選
。
（
咽
後
漢
轡
』
傳
六
七

　
　
酷
吏
畳
畳
・
王
吉
傳
）

④
大
鷺
西
高
氏
・
東
高
氏
、
国
郡
吏
以
下
皆
畏
避
之
、
莫
敢
與
悟
、
成
日
「
寧
負

　
二
千
石
、
無
負
豪
大
家
。
」
賓
客
放
爲
盗
賊
、
獲
、
栄
爵
高
氏
、
吏
金
華
追
。
浸

　
浸
日
多
、
道
路
張
弓
筈
刃
、
然
後
敢
行
、
其
蹴
華
墨
。
延
年
至
、
遣
欝
欝
吾
趙
繍

　
按
高
氏
頂
冠
死
罪
。
繍
見
延
年
新
將
、
心
内
愕
、
即
爲
爾
劾
、
欲
先
自
豊
島
者
、

　
観
延
年
意
怒
、
窯
出
其
重
劾
。
延
年
已
知
其
如
此
　
。
黒
総
至
、
果
白
其
導
者
、

　
延
年
索
懐
中
、
得
重
劾
、
即
乱
撃
獄
。
夜
入
、
部
署
至
市
論
評
之
、
先
所
按
者
死
、

　
吏
濡
雪
弁
。
更
遣
吏
分
考
慮
高
、
窮
寛
其
姦
、
謙
殺
各
数
十
人
。
郡
中
震
恐
、
道

　
不
拾
遺
。
（
『
漢
書
』
巻
九
〇
　
酷
吏
傳
・
嚴
延
年
傳
）

⑤
二
年
律
令
九
三
～
九
四
に
よ
れ
ば
死
罪
を
故
意
に
許
し
た
場
合
の
刑
罰
は
斬
左

　
趾
城
門
で
、
後
に
取
調
＝
二
年
の
刑
法
改
革
で
斬
左
趾
は
答
五
百
に
改
め
ら
れ
て

　
い
る
。

　
　
鞠
獄
麗
日
謹
直
、
及
診
報
辟
故
弗
窮
審
者
、
死
罪
、
斬
左
止
爲
城
旦
、
宮
各
以

　
　
其
罪
論
之
。
其
當
鍛
城
旦
春
、
作
官
府
夏
日
者
、
累
歳
金
八
爾
、
不
盈
愚
者
、

　
　
罰
金
銀
甲
。
（
張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
九
三
～
九
四
）

　
　
諸
當
完
者
、
完
稲
城
旦
春
。
當
鯨
者
、
髭
営
為
城
旦
春
。
當
則
者
、
答
三
百
。

　
　
當
斬
左
止
者
、
答
五
百
。
當
斬
右
止
及
殺
人
先
日
告
、
職
工
坐
受
昧
描
法
、
守

　
　
縣
官
財
物
而
即
盗
之
、
講
論
命
復
有
答
罪
者
、
皆
棄
市
。
（
『
漢
書
』
巻
二
三

　
　
刑
法
志
）

⑥
長
安
中
姦
滑
浸
多
、
長
里
少
年
羅
雛
殺
吏
、
受
特
報
仇
、
相
與
探
丸
爲
弾
、
得

　
赤
丸
者
研
武
吏
、
得
黒
丸
者
所
文
吏
、
白
者
主
治
喪
。
城
中
薄
暮
塵
起
、
剰
劫
行

　
者
、
死
傷
横
道
、
砲
鼓
不
絶
。
賞
以
三
輔
高
第
選
守
長
安
国
、
得
壼
切
便
宜
凶
事
。

　
賞
至
、
修
治
長
安
獄
、
穿
地
方
深
各
数
丈
、
致
令
辟
爲
郭
、
以
大
石
覆
其
口
、
名

　
爲
虎
穴
。
乃
部
戸
蕾
橡
史
、
與
郷
吏
・
亭
長
・
里
正
・
父
老
・
伍
人
、
雑
學
長
安

　
中
輕
薄
少
年
悪
子
、
無
市
籍
商
販
作
務
、
而
鮮
衣
凶
服
被
鎧
拝
持
刀
兵
士
、
悉
籍

　
記
之
、
蒲
団
百
人
。
賞
一
朝
會
長
安
吏
、
次
数
百
爾
、
分
行
枚
捕
、
皆
劾
以
爲
通

　
行
飲
食
群
盗
。
賞
親
閲
、
見
十
精
一
、
其
餓
誰
以
次
、
内
虎
穴
中
、
百
人
爲
輩
、

　
覆
以
大
石
。
数
日
壷
獲
視
、
皆
相
枕
籍
死
、
便
輿
出
、
痙
寺
門
桓
東
、
福
著
其
姓

　
名
、
百
B
後
、
翠
嵐
死
者
家
各
自
登
取
黒
戸
。
親
厩
號
㎜
犬
、
道
路
課
猷
激
。
長
安

　
中
歌
当
日
「
安
所
孟
子
死
。
橿
東
少
年
場
。
生
時
重
文
謹
、
枯
骨
後
何
葬
。
」
賞

　
所
置
皆
其
魁
宿
、
世
故
吏
善
家
子
失
計
器
流
暢
願
自
爆
者
、
財
数
十
百
人
、
皆
貰

　
其
罪
、
論
令
立
功
以
自
贈
。
盤
力
有
数
者
、
因
器
用
之
爲
爪
牙
、
追
捕
甚
精
、
甘

　
書
姦
悪
、
甚
於
総
堀
。
賞
艶
事
数
輩
、
盗
賊
止
、
豊
島
亡
命
散
走
、
各
誌
其
庭
、

　
不
黒
帯
長
安
。
（
㎎
漢
書
』
巻
九
〇
　
酷
吏
傳
・
サ
賞
傳
）

⑦
遂
日
「
誤
聞
治
暦
民
猶
治
乱
縄
、
不
可
急
也
。
唯
緩
之
、
里
謡
可
治
。
臣
願
丞

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
柏
御
史
且
無
拘
臣
以
文
法
、
得
一
切
便
宜
從
事
。
」
上
智
焉
。
（
㎎
漢
書
隔
巻
八
九

　
循
吏
傳
・
襲
遂
傳
）

　
鼠
算
盧
水
胡
伊
世
帯
妾
・
黙
思
多
等
反
、
河
西
大
玉
。
帝
憂
之
、
日
「
非
既
莫
能

　
安
涼
州
。
」
乃
召
鄙
岐
、
以
既
代
之
。
詔
日
「
昔
質
復
請
撃
邸
賊
、
光
武
笑
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ

　
『
執
金
吾
撃
園
、
吾
復
路
憂
。
撫
卿
謀
略
掛
人
、
今
則
其
時
。
以
便
宜
從
事
、
勿

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
復
業
請
。
」
（
『
三
國
志
』
巻
～
五
　
張
既
傳
）

⑧
二
年
律
令
に
は
逮
捕
中
の
殺
害
は
そ
の
責
任
を
問
わ
な
い
と
の
規
定
が
見
え
る
。

　
　
捕
盗
賊
・
罪
人
、
及
以
告
劾
逮
捕
人
、
帯
鋸
格
蘭
而
殺
傷
之
、
番
謡
之
而
自
殺
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也
、
殺
傷
者
除
、
其
當
購
賞
者
、
半
購
賞
之
。
殺
傷
羅
盗
・
命
者
、
及
有
罪
當

命
未
命
、
二
三
上
置
・
命
者
、
若
斬
之
一
人
、
免
以
爲
庶
人
。
二
歩
過
此
豪
者
、

瞬
如
律
。
（
張
家
山
漢
簡
・
二
年
律
令
一
五
二
一
一
五
三
）

ま
た
、
本
章
注
①
所
掲
の
事
例
は
い
ず
れ
も
誕
責
さ
れ
て
い
な
い
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
前
近
代
中
国
の
裁
判
制
度
の
一
つ
・
の
特
徴
で
あ
る
死
刑
奏
請
制
度
は
、
こ

れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
前
漢
武
帝
期
に
は
既
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
二
年
律
令
の
申
に
は
郡
が
死
刑
の
判
決
案
を
上
呈

す
る
と
い
う
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
漢
初
に
は
郡
に
よ
る
死
刑
奏
請

が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
捨
て
さ
れ
な
い
。
た
だ
（
こ
の
点
に
関

し
て
次
の
史
料
は
興
味
深
い
。
始
皇
帝
の
死
後
、
丞
相
李
斯
が
樹
高
に
よ
っ

て
獄
に
下
さ
れ
た
時
の
話
で
あ
る
。

　
　
　
趙
高
　
其
の
客
十
絵
蛮
を
し
て
詐
り
て
御
史
・
謁
者
・
侍
中
と
爲
し
、

　
　
　
更
こ
も
往
き
て
斯
を
覆
訊
す
。
斯
更
こ
も
其
の
實
を
以
て
封
ふ
れ
ば
、

　
　
　
軌
ち
人
を
し
て
復
た
之
を
榜
た
し
む
。
後
二
世
　
人
を
し
て
斯
を
験

　
　
　
べ
し
む
る
に
、
斯
以
爲
へ
ら
く
前
の
如
し
と
。
終
に
敢
へ
て
善
西
を
更

　
　
　
め
ず
、
辞
服
す
。
奏
當
上
せ
ら
る
。
二
世
喜
び
て
曰
く
「
趙
君
微
か

　
　
　
り
せ
ば
、
幾
ど
丞
相
の
費
る
所
と
爲
ら
ん
」
と
。
（
『
史
記
騙
巻
八
七

　
　
　
李
斯
列
傳
）

李
斯
が
獄
中
で
「
辞
服
」
し
た
後
に
「
回
読
」
が
上
呈
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
「
奏
當
」
上
呈
は
李
斯
が
丞
相
で
あ
る
が
故
の
義
務
と
し
て
の
上
申
で
は

な
く
、
死
刑
の
奏
請
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
漢
代
の
諸
侯
王
や
高
官
の
死
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
求
め
る
上
申
は
、
「
請
論
如
法
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
、
法

の
規
定
通
り
に
刑
の
量
定
を
行
う
よ
う
求
め
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

三
種
伝
の
「
奏
瀬
上
」
は
判
決
案
の
上
階
で
あ
っ
て
判
決
案
は
既
に
定
め
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
、
李
斯
伝
の
「
奏
田
上
」
が
死
刑
の
奏
請

で
あ
る
な
ら
ば
、
秦
代
に
は
既
に
死
刑
奏
請
制
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な

ろ
う
。

　
『
漢
書
』
刑
法
志
に
、
始
皇
帝
は
「
專
ら
刑
罰
に
任
じ
、
躬
ら
文
墨
を
操

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

り
、
書
は
獄
を
断
じ
、
夜
は
書
を
理
」
め
た
と
言
う
の
は
、
始
皇
帝
が
奏
請

さ
れ
た
死
刑
案
件
を
裁
可
し
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

①
丞
相
青
湿
一
中
尉
嘉
・
廷
尉
職
劾
奏
凶
日
「
…
…
錯
不
稻
陛
下
徳
信
、
欲
疏
翠

　
臣
百
姓
、
又
欲
以
城
邑
予
呉
、
亡
臣
子
禮
、
大
逆
無
道
。
錯
當
要
斬
、
父
母
妻
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
同
産
無
少
長
皆
棄
市
。
臣
請
論
如
法
。
」
制
日
「
可
。
」
錯
殊
不
知
。
乃
使
中
尉
召

　
錯
、
給
早
行
市
。
毛
衣
朝
衣
斬
東
市
。
（
『
漢
書
』
巻
四
九
　
醗
錯
傳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梅
花
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
　
宇

）
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Heaven　（e．g．，　a　River　Chart　and　Rblo　Writings），　and　the　clzen　E’X，　which　were　pro－

duced　by　Confucius　as　commentairies　on　the　tu　and　the　c｝assical　canon．　Emperor

Guangwu　insisted　that　his　yeceipt　of　Heaven’s　Mandate　through　the　tu　had　a　Con－

fucian　legitmacy　because　the　canon　and　the　apocrypha　stated　that　Heaven　gave

kings　and　emperors　the　Mandate　through　the　tu．

　　As　the　legend　that　Heaven　had　bestowed　on　Cor｝fucius　the　Writing　of　the　MaR－

date　for　Emperor　Gaozu（高祖）of　Han　werdb㎜ed　du血1g　the　Han，　Con血cius

was　yegarded　not　only　as　the　creator　of　the　canon　and　apocrypha　but　also　as　the

agent　ef　Emperor　Gaozu’s　receipt　of　Mandate　of　Heaven．　The　Receipt　of　the

Mandate　of　Heaven　by　Han　emperors　was　legitmated　through　the　apocrypha　pro－

duced　by　Cor血。圭us．

Requests　for　the　Perrnission　of　the　Emperor　to　Carry　Out　the

　　　　　　　　　　　Ultimate　Penalty　in　the　Han　Dynasty

bア

TAKATORI　Yuji

　　Prefects（県），　the　lowest　order　of　local　adiministrative　othcials　in　imperial　China，

judged　criminai　offenders　but　did　not　possess　fEll　power　to　try　all　cases　and　pass

judgment。　Pre艶cts　were　requked　to澁。㎜the軸er　authoritiesねthose価als

that　the　prefects　were　not　entitled　to　judge．　This　was　especially　tme　in　instances

involving　the　death　penalty，　when　local　admnistrative　ocacials　had　to　obtain　the

permission　of　the　emperor　to　carry　out　the　ultimate　penalty．　ln　contrast，　it　has

been　thought　that　dtmg　the　Han　dynasty　prefects　and　governors　of　commande－

ries郡太守themselves　held　fuB　power　to　try　cases　involving　the　death　pena重ty，

pass　sentence，　and　carry　out　the　ul£imate　penalty．

　　The　ba皿boo－strip　document　caled　Ernian　l擁㎎二年律令，　which　was　exca－

vated　at　Zhanjiashan張家山，includes　a　passage　that　reads，“Prefects　must　not

judge　cases　involving　the　death　penalty　and　should　inform　the　governor　of　the

commandery．”　According　to　Shjs　passage　lri　the　Ernian　ldiling，　in　the　Han　dynasty，

as　in　other　periods，　the　prefects　were　not　entitled　to　try　cases　and　pass　sentences

involving　the　death　penalty．

　　In　this　study　I　have　attempted　to　reexam血e　the　v呈ew　that　on圭y　d血g出e　Han

dynasty　prefects　and　governoys　of　comrnanderies　possessed　fuli　power　to　try　a
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case，　pass　sen£ence，　and　execute　the　ultimate　penalty　and　also　to　try　to　recover

the　procedures血volved　in　the　trial　and　execution　of　capital　punishment．

　　The　resul£s　of　the　study　are　as　follows．

　　The　governor　was　entitled　to　try　and　pronounce　the　death　penalty，　but　in　order

to　execute　the　ultimate　penalty，　the　governor　had　to　obtain　the　pemission　of　the

emperor．　We　find　the　clear　evidence　that　requests　for　perrr｝ission　to　execute　the

death　penaity　were　made　to　the　elnperor　duri罰g　the　reign　of　Wuti武帝of　the

Former　Han．

　　The　procedures　for　a　trial　involving　the　death　penaky　and　execution　of　capital

punishment　were　as　follows．　ff　the　accused　admtted　the　truth　of　the　accusation

while　in　custody　and　under　investigation，　the　prefect　composed　a　legal　document

具獄that　included　the　accusation　and　the　statement　of　the　accused．　This

document　was　sent　to　the　govemor　during　the　winter　months．　The　accused　re－

main　under　detention　in　the　prefectural　prison．　The　governor　issued　a　judgment

and　sent　a　legal　document　containing　the　judgment　to　the　censor－in－chief御史大夫，

The　censor－in－chief　exarnined　the　document，　and　if　he　judged　it　correct，　it　was　for－

warded　to　the　emperor．　lf　the　censor－in－chief　had　judged　it　to　be　incorrect，　it

would　have　been　rejected．　When　the　emperor　recognized　the　judgment　and

granted　pemission，　he　ordered　the　prefect　to　execute　the　death　penalty．　Armed

with　the　pemission　of　the　emperor，　the　prefect　read　out　the　accusation　to　the　ac－

cused　and　carried　out　the　death　peRalty．

In　point　of　fact，　prefects　and　governors　of　commanderies　ofren　kKed　prisoners

wh呈le　they　were　under　arrest　and　undergoiエ1g　l霊errogation　in　prison．
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